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【重要課題】

課題Ⅱ　あらゆる分野における男女共同参画

【重要施策】

課題Ⅱ－（２）就労における男女共同参画

課題Ⅱ－（３）地域における男女共同参画

はじめに

　 第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画 年次報告書（以下，「年次報告書」という。）は，「鈴鹿市男

女共同参画推進条例」及び「第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画」に基づいて，本市の男女共同

参画の推進状況を確認，検証し，各施策について，今後の取組の方向性等を定めることにより，

　 なお，本市が実施する事業については，事業評価（内部評価・外部評価）を実施し進行管理を行う

市民，事業者及び市が協働して男女共同参画社会を実現するために作成したものです。

第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画

　1　計画期間

　　　2016（平成28）年度～2023（令和５）年度<８年間>

　2　成果指標

　　　「男女共同参画意識の普及度」　　　　　　　　　 ：　　　目標値　　75％

　　　「男女比率が適正な審議会などの割合」　　　　：　　　目標値  　70％

　3　重点課題と重要施策

　あらゆる分野における男女共同参画の推進が一人ひとりの男女共同参画意識を
向上させ，ひいては男女共同参画社会の実現につながることから，「第２次基本計画」
では課題Ⅱ「あらゆる分野における男女共同参画の推進」を重点課題と位置づけ，
市全体の男女共同参画意識の向上を目指します。また，実施計画では，社会情勢や
進歩状況に応じて重要施策を設定し，より実効性のある事業計画を立てて重点課題に
取り組みます。
　なお，後期実施計画においては，前期に引き続き，就労と地域の分野における男女
共同参画の推進を重要施策とします。

ために，年次報告書としてまとめ，本市の男女共同参画の取組を実効性のあるものとして，目標達

成に向けて総合的に推進します。

後期実施計画前期実施計画

第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画

見直し
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　　　 施　　　策 　単　位　施　策

 Ⅰ　男女共同参画意識の向上

 １　性別による固定的役割分担意識の解消

 ２　市の制度・施策における男女共同参画

 ３　一人ひとりの生き方を尊重する地域づくり

 Ⅱ　あらゆる分野における男女共同参画の推進

 １　人権尊重意識を高める教育・保育の充実

 (３)地域における男女共同参画
 １　男女がともに参画する地域活動

 ２　防災分野における男女共同参画の推進

 (４)家庭における男女共同参画

 (２)就労における男女共同参画

 １　雇用における男女の格差解消

 ２　ワーク・ライフ・バランスの推進

 ３　ライフステージに応じた就労支援

 ４　女性の自立・起業等への支援

 ５　育児・介護休暇等の取得促進

 １　家庭生活で育む男女共同参画

 ２　男性の家庭参画を促進する学習機会の充実

 課    　　題

　　(１)男女共同参画意識の普及と向上

 (１)意思決定の場における
     男女共同参画

 １　審議会等における男女比率の適正化

 ２　行政や企業等組織における女性登用促進

 (２)生涯にわたる心身の健康に
     関する啓発

 １　心身の健康支援

 ２　性に関する正しい知識の普及

 (５)教育における男女共同参画  ２　多様な選択を可能にする教育・学習の充実

 ３　メディア・リテラシーの向上

 Ⅲ　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

 (１)自尊感情と人権意識の向上
 １　相談事業の充実

 ２　セクハラやDVの撲滅

基本計画の体系

『男女共同参画社会の実現』

目 的

『誰もが個性と能力を十分に発揮し，

夢を持って暮らせるまち「鈴鹿」』
鈴鹿市男女共同参画都市宣言より

目 標
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　　ＰＤＣＡサイクルに基づき継続的に改善しながら目標達成に向け事業を推進します。

　①個別事業の実施

　　　　事業担当課は【個別事業の実施状況報告表】（内部評価）を部内決裁後，事務局へ提出しま

　　　　を報告し，その対応について協議します。

　　　　事業評価を年次報告書として公表します。

　　　　【個別事業の実施状況報告表】（内部評価）を審議会へ提出します。

　　　　審議会は，外部評価を提言としてまとめ市長に提出します。また，推進本部会議で外部評価
　⑥推進本部会議に外部評価を報告　外部評価への対応案を協議

　⑤審議会による施策毎の外部評価

　⑦「年次報告書」として公表

　　　　審議会は事業担当課から説明を受けた上で審議し，【施策評価表】（外部評価）を作成します。

　　　　推進本部会議で【個別事業の実施状況報告表】（内部評価）を審議し，内部評価を決定します。

事業評価の進め方

　　　　事業担当課は事業を実施します。

　　　　【個別事業の実施状況報告表】（内部評価）を作成して自課評価を行います。

　③実施状況の報告

　②個別事業の自課評価

　　　　す。

　④推進本部会議にて評価決定

様式①様式

①
個
別
事
業
の
実
施

②
個
別
事
業
の
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課
評
価

③
実
施
状
況
の
報
告

⑤
審
議
会
に
よ
る
施
策
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【提
言
】
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議
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価
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⑦
「
年
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告
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」と
し
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公
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部
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議
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評
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外
部
評
価
へ
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応
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を
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】

様
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①
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表
】

内部評価 外部評価
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様式①

【成果指標評価表】【施策評価表】（外部評価）

成果指標
（施　　策）

評　　価

意　　見

市の対応

〇課　題　と　施　策

各表の見方について

男女共同参画意識の普及度　（（１）男女共同参画意識の普及と向上）

審議会による施策ごとの評価（破線枠内の評価基準参照）

施策の中の事業について，特に審議会が言及した内容

意見に対する事業担当課からの回答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○○○課）（△△△課）

評価基準

◎ 目標に向けおおむね順調に進捗している

〇 目標に向け進捗しているが，さらなる取組が求められる

△ 目標に向けた取組が不十分である

Ⅰ男女共同参画意識の向上
(1)男女共同参画意識の普及と向上

Ⅱあらゆる分野における男女共同参画の推進

(1)意思決定の場における男女共同参画

(2)就労における男女共同参画

(3)地域における男女共同参画

(4)家庭における男女共同参画

(5)教育における男女共同参画

Ⅲジェンダーの視点に立った人権尊重と

性差に応じた健康支援

(1)自尊感情と人権意識の向上

(2)生涯にわたる心身の健康に関する啓発
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様式②

【個別事業の実施状況報告表】（内部評価）

男女共同参画意識の向上

施　　策 (１)男女共同参画意識の普及と向上

単位施策 １ 性別による固定的役割分担意識の解消

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の
視点

実　　績
（具体的な取組内

容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※

実績についての分
析，

課題と今後の取組

評　価

① ： 事業番号は P.７ の担当課一覧参照
② ： 実施計画として策定した事業内容
③ ： 事業の中で男女共同参画の視点に該当する部分
④ ： 目標指標の内容
⑤ ： 写真・チラシ等文字以外の報告事項
⑥ ： 事業の評価【破線枠内に記載の基準による】

目標指標

男女共同参画に関する基本的な学習機会の充実や啓発活動に努めるとともに，
様々な情報ツールを活用して，より効果的な広報活動と情報発信を展開します。

課題

Ⅰ

チラシ，写真

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った
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評価基準の判断目安について 

 

第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画に基づく年次報告書の作成に当たり，各所管課が個

別事業の実施状況を自課評価する際の判断目安を，下記のとおり設定します。 

区   分 判 断 目 安 等 

Ａ 目標を達成できた 
・目標値の 100％以上 

・取組により高い実績が得られている。 

Ｂ 目標を概ね達成できた 
・目標値の 80％～100％未満 

・取組がほぼ計画どおり実施されている。 

Ｃ 目標を少し下回った 
・目標値の 50～80％未満 

・計画を下回っており改善の余地がある。 

Ｄ 目標を大きく下回った 
・目標値の 50％未満 

・実績が目標の水準を大きく下回っている。 

Ｅ 事業未実施 全て実施できていない。 

※上記の判断目安はあくまで目安であり，実際の各事業の具体的な取組内容を検証し，総合

的に判断することとします。 

 



課題 施策 単位施策
事業
Ｎｏ． 単位施策説明 担当課

目標
指標

No.

1 情報政策課

2 男女共同参画課 〇 ※1

2　市の制度・施策における男女共同参画 3
市職員の男女共同参画意識を高め，市の制度や施策を男女共同参画の視点で検証しま
す。

全課 〇 ※2

4 地域協働課

5 人権政策課

6 市民対話課 〇 ※3

7 男女共同参画課

1　男女比率が適正な審議会などの割合 8

審議会等における女性委員の登用率は，40％以上を目標とします。ただし，市の制度・施
策に市民の意見を公平に反映させるため，いずれの性も40％を下回らないように努めま
す。（審議会等の数52）

男女共同参画課外
34課

9 人事課 〇 ※4

10 契約検査課（上下水道総務課）

11 地域協働課

12 産業政策課

13 学校教育課 〇 ※5

14 人事課（消防総務課） 〇 ※6

15 契約検査課（上下水道総務課）

16 産業政策課

17 人事課 〇 ※7

18 契約検査課（上下水道総務課）

19 産業政策課

20 子ども政策課

21 子ども育成課 〇 ※8

22 長寿社会課

23 産業政策課

24 産業政策課

25 農林水産課 〇 ※9

26 農業委員会

27 人事課 〇 ※10

28 契約検査課（上下水道総務課）

29 子ども政策課 〇 ※11

30 産業政策課

31 地域協働課

32 スポーツ課 〇 ※12

33 防災危機管理課 〇 ※13

34 中央消防署 〇 ※14

35 文化振興課

36 子ども政策課 〇 ※15

37 教育指導課 〇 ※16

38 地域協働課 〇 ※17

39 図書館 〇 ※18

40 子ども政策課

41 長寿社会課 〇 ※19

42 健康づくり課 〇 ※20

43 子ども育成課 〇 ※21

44 学校教育課

45 教育指導課 〇 ※22

46 教育支援課

47 子ども育成課 〇 ※23

48 教育指導課 〇 ※24

49 教育支援課

50 子ども育成課 〇 ※25

51 教育支援課 〇 ※26

52 市民対話課 〇 ※27

53 男女共同参画課

54 子ども家庭支援課

55 健康づくり課 〇 ※28

56 人権政策課

57 子ども家庭支援課 〇 ※29

58 健康福祉政策課

59 保護課

60 長寿社会課

61 男女共同参画課 〇 ※30

62 健康づくり課 〇 ※31

63 男女共同参画課

64 健康づくり課

65 教育指導課 〇 ※32

Ⅲ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
立
っ
た
人
権
尊
重
と
性
差

に
応
じ
た
健
康
支
援

(1)自尊感情と
　　人権意識の向上

1　相談事業の充実
ジェンダーやフェミニズムの視点に立った相談を通じて，相談者の自尊感情の向上とエン
パワメントを図ります。

2　セクハラやＤＶの撲滅
人権を無視した行為が犯罪であることを周知するとともに，予防するための啓発活動に
努めます。また女性相談所や児童相談所，警察等の関係機関との連携を強め，被害者の保
護と支援に努めます。

(2)生涯にわたる
　　心身の健康に
　　関する啓発

1　心身の健康支援
ジェンダーに起因する心身の不調への理解と予防や，男女の特性に応じた生涯にわたる
健康支援について，学習機会の充実や啓発活動に取り組みます。

2　性に関する正しい知識の普及
男女が性について正しい知識を理解し，互いに尊重し合える関係を築くための広報や啓
発に努めるとともに，発達段階に応じた適切な性教育に取り組みます。

4　女性の自立・起業等への支援
女性の就労機会を拡大するため，関係機関と連携し，スキルアップや起業に関する講座の
開催，情報提供，支援制度の周知に努めます。

5　育児・介護休暇等の取得促進
男女を問わず，育児や介護を行う就労者が仕事と家庭生活の両立を図ることができるよ
う，育児・介護休暇等の取得を促進するような仕組みづくりや意識啓発，職場の環境整備
に努めます。

(5)教育における
　　男女共同参画

1　人権尊重意識を高める教育・保育の充実
ジェンダーの視点に立った教育・保育で，互いを認め合う人権意識を醸成するとともに，
指導者に対して社会情勢に応じた研修機会の充実や情報提供に努めます。

2　多様な選択を可能にする
　　教育・学習の充実

ジェンダーに基づく固定観念にとらわれず，個々の個性や能力，希望に応じた進路の選択
ができるよう，キャリア教育の充実や保護者等に向けた啓発に努めます。

(4)家庭における
　　男女共同参画

1　家庭生活で育む男女共同参画
社会の最小単位である家庭において，日々の営みを通じて男女共同参画の意識を育むこ
とで，社会全体の男女共同参画意識の底上げを図ります。

2　男性の家庭参画を促進する
　　学習機会の充実

性別役割分担意識の解消とともに，人口構造や家族形態などにより変化するライフスタイ
ルに対応できるよう，男性の家事・育児・介護に関する情報提供や学習機会の充実に取り
組みます。

3　メディア・リテラシーの向上
メディアから発せられる様々な情報を，自ら判断し読み解くことができるよう，メディア・
リテラシーを向上するための啓発活動や学習会等の充実，情報提供を行います。

Ⅱ
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

(1)意思決定の場に
　　おける
　　男女共同参画

2　行政や企業等組織における女性登用促進
行政や民間企業，地域など，あらゆる団体の意思決定の場や指導的立場に女性の参画が
進むよう関係機関に働きかけます。また，各機関がそのために取り組む計画的な人材育成
に対し，情報提供や支援体制の充実に努めます。

(2)就労における
　　男女共同参画

1　雇用における男女の格差解消
雇用や賃金における男女格差を是正するため，男女の均等な機会と待遇の確保，就労に
おける男女共同参画を推進するための啓発やそれを促す仕組みの構築に努めます。

2　ワーク・ライフ・バランスの推進
少子高齢化や核家族化が進む社会の中で男女がともに生きがいを持って暮らし続けるた
めに，働き方の見直しや多様な働き方を可能にする制度の構築など，意識啓発と仕組みづ
くりに努めます。

3　ライフステージに応じた就労支援

(3)地域における
　　男女共同参画

1　男女がともに参画する地域活動
自治会活動や地域づくり活動にあらゆる世代の男女がともに参画することを促進し，男女
共同参画の視点に立った「自助」「共助」のまちづくりをめざします。

2　防災分野における男女共同参画の推進
災害対策や復興支援の場に必要な男女共同参画の視点を広めることで，多様なニーズに
対応できる防災体制の構築に努めます。

Ｍ字カーブと呼ばれる女性の働き方の背景にある課題を検証し，子育て支援や介護支援
の充実，ライフステージに応じた就労支援や啓発に取り組みます。

第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画　課題・施策・単位施策及び担当課一覧

1　性別による固定的役割分担意識の解消
男女共同参画に関する基本的な学習機会の充実や啓発活動に努めるとともに，様々な情
報ツールを活用して，より効果的な広報活動と情報発信を展開します。

3　一人ひとりの生き方を尊重する
　　地域づくり

古くからの慣習や伝統文化を尊重しつつ，男女共同参画の新しい視点で見直し，性別に関
わらず誰もが参画できる地域コミュニティの形成をめざします。

Ⅰ
男
女
共
同
参
画
意
識
の
向
上

(1)男女共同参画意
識
　　の普及と向上
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 　 成果指標
 　 （内部評価）
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成果指標 男女共同参画意識の普及度 

 

概 要 

市が主催する事業やイベントへの参加者に対して，男女共同参画に関するアンケートを実

施しました。その中で，性別による固定的役割分担意識の一つである「夫は外で働き，妻は

家庭を守るべきであるという考え方についてどう思われますか」という設問に対し，「同感しな

い」または，「どちらかといえば同感しない」と答えた人の割合を集計し，普及度を計りました。 

 

実 績 

男女共同参画に関するアンケートで，性別による固定的役割分担意識の一つである「夫

は外で働き，妻は家庭を守るべきであるという考え方についてどう思われますか」の設問に

対して，「同感しない」「どちらかといえば同感しない」と答えた人の割合は 73.9％となりました

（資料①-P.80）。 

 

実績についての分析，課題と今後の取組 

アンケートの回答総数1,567人中，「同感しない」が53.9％，「どちらかといえば同感しない」

が 20.0％となり，前年度と比べ 3ポイント上がりました。 

令和２～３年はコロナ禍の影響もあり，回答者は限定的でしたが，令和４年度は学園祭や

商業施設等で幅広い年代からアンケートを収集することができました。今後も市内広域でア

ンケート調査を行うとともに，多くの市民に向け啓発を行います。 

 
 

評 価  

  Ａ 
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男女共同参画意識の普及度

策定時（Ｈ30） 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 目標値(R3) 目標値(R5) 

66.6% 75.8% 70.9% 73.9%   71.6% 75.0% 

評価基準  

Ａ ： 目標を達成できた      Ｄ ： 目標を大きく下回った 

Ｂ ： 目標を概ね達成できた  Ｅ ： 事業未実施 

Ｃ ：  目標を少し下回った 
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成果指標 男女比率が適正な審議会などの割合 

 

概 要 

 各課が所管している審議会・委員会等の委員について，男女比率を確認するとともに，い

ずれの性も 40％を下回らない構成となるよう働きかけを行い，男女比率が適正な審議会と

なるよう努めました。 

 

実 績 

審議会等委員への女性の登用推進方策に基づき取り組んだ結果，審議会等総数「54」の

うち，女性登用率が適正（40％～60％）な審議会等の数は「34」あり，男女比率が適正な審

議会等の割合は 63.0％となりました（資料②-P.83）。なお，女性登用率 60％超の審議会等

の数「５」を含める場合，72.2％になります。 

 

実績についての分析，課題と今後の取組 

本市では，審議会等における女性の登用を進めるだけでなく，男女比率の適正化にも取 

り組んでおり，女性の登用率が低い審議会等及び女性登用率が 60％超の審議会等に働き

かけていますが，令和３年度の高い数値には及びませんでした。ただし，女性の登用率に関

しては 44.6％と高い数値で維持できています。 

専門性の高い分野においては性別に偏りが出る傾向がありますが，「審議会等委員への

女性の登用推進方策」に基づく事前協議による働きかけを引き続き実施し，最終年度の目

標値達成に向け取り組んでいきます。 

 
 

評 価 

  B 

46.7
50.0 

53.3
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Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

審議会等における男女比率の適正化

策定時（Ｈ30） 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 目標値(R3) 目標値(R5) 

59.3% 61.5%  76.9%  63.0%   64.7% 70.0% 

評価基準  

Ａ ： 目標を達成できた      Ｄ ： 目標を大きく下回った 

Ｂ ： 目標を概ね達成できた  Ｅ ： 事業未実施 

Ｃ ：  目標を少し下回った 





 　 個別事業の実施状況報告表
 　 （内部評価）



【個別事業の実施状況報告表】

男女共同参画意識の向上

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　男女共同参画課をはじめ各課の男女共同参画に関する情報を，広報すずかや市
ホームページ，ラジオ，メルモニ，フェイスブック等で発信します。

(1)男女共同参画意識の普及と向上

1 性別による固定的役割分担意識の解消

男女共同参画に関する基本的な学習機会の充実や啓発活動に努めるとともに，様々な情報
ツールを活用して，より効果的な広報活動と情報発信を展開します。

1 情報政策課

　広報すずかの作成に関してイラストを掲載する際，登場する男女のバランスを考慮
し，いずれかに偏らないよう配慮します。また，男性の服の色は「青」，女性の服の色
は「赤」といった概念にとらわれず，多様な色を反映することで，男女それぞれを幅広
いイメージで表現します。
　男女の呼称について，男性を「氏」，女性を「さん」と区別せず，共に「さん」で統一し
ます。

　男女共同参画課からの依頼に基づき，男女共同参画に関する情報を広報すずかや
市ホームページのほか，令和4年11月1日から導入した鈴鹿市公式LINEを活用して情
報発信を行いました。

目標指標

設定なし

　広報すずかは，市民のだれもが目にす
る機会の多い情報発信媒体であることを
踏まえ，性別に基づく固定観念にとらわれ
ない表現，デザインを用いながら，引き続
き，男女共同参画社会の実現に資するよ
う，情報発信を行います。

Ａ

Ⅰ

課題

鈴鹿市

公式LINE

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った
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【個別事業の実施状況報告表】

男女共同参画意識の向上

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※1 76.3% 64.3% 89.7% 63.8% 78.5% 80.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　性別や年齢に関わりなく幅広く市民が男女共同参画の必要性を共感できるような講
座・講演会を実施し，意識啓発及び学習機会の充実をはかります。（市民講座・対象
者を絞ったセミナー等）
　男女共同参画センターを男女共同参画推進の拠点施設とした啓発活動や学習活動
の支援を行います。
　男女共同参画センターホームページの充実を図り，情報発信を行います。

(1)男女共同参画意識の普及と向上

1 性別による固定的役割分担意識の解消

男女共同参画に関する基本的な学習機会の充実や啓発活動に努めるとともに，様々な情報
ツールを活用して，より効果的な広報活動と情報発信を展開します。

2 男女共同参画課

　セミナーの実施や情報発信により，啓発や学習活動の支援を行うことで，意識啓発
及び学習機会の充実をはかります。

　男女共同参画センターのホームページ上で情報の発信を行いました。
　　・講座・イベント情報 ： 13件　　・お知らせ ： 29件
　鈴鹿工業高等専門学校と協力し，小中学生向けにリコチャレ（理工チャレンジの略。
内閣府主体で行っている女子中高生が理工系分野へ進出することを応援する取組）
を開催しました。また，市制施行80周年の冠事業としてイスのサンケイホール鈴鹿で
開催した「SUZUKA女性活躍推進フォーラム」には，同校の高専ＧＣＯＮ（ジーコン）の
出場チームに登壇していただき，女性起業家の今野由梨氏，鈴鹿商工会議所会頭，
市長との座談会を実施し，幅広い年代の方に向け啓発しました。
　３年ぶりの対面開催となった市民団体との協働による「ジェフリーふぇすた」では，三
重県立神戸高等学校放送部の協力で当日の様子をライブ配信するなど，イベントで
の協働を通して若い世代にも啓発を行いました。

目標指標

鈴鹿市男女共同参画センター（ジェフリーすずか）の認知度
男女共同参画に関するアンケートで，「男女共同参画センター（ジェフリーすずか）を利
用したことがあるか。」又は「知っているか」の設問に対し，「利用したことがある」「知っ
ている」と答えた人の割合。（資料①-P.81）

　新たな取組として，高校生に向けた男女
共同参画についての啓発を行いました。
アンケートの集計では，高校生世代のジェ
フリーすずかの認知度が低く，目標指標
が下がる結果となりましたが，男女共同参
画課主催イベントや市内商業施設で行っ
たアンケートでは目標値を上回る結果でし
た。今後の取組として，若年層に向けた啓
発に努め，ジェフリーすずかの認知度向上
を図ります。

Ｂ

Ⅰ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

SUZUKA女性活躍推進フォーラム
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【個別事業の実施状況報告表】

男女共同参画意識の向上

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※2 ９課 ６課 17課 17課 11課 13課

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　全職員に対し，男女共同参画の意識を高める研修や，ＤＶ・セクハラ等各種ハラスメ
ントに関する研修等を実施します。職場内における男女共同参画やワーク・ライフ・バ
ランスに関する意識の共有を図り，取組の根本に人権意識を持って対応するよう男女
共同参画課と連携し意識の普及に努めます。

(1)男女共同参画意識の普及と向上

2　市の制度・施策における男女共同参画

市職員の男女共同参画意識を高め，市の制度や施策を男女共同参画の視点で検証します。

3 全課

　市職員の男女共同参画意識を高め，市の制度や施策を男女共同参画の視点で検
証します。

　新規採用職員(43名）を対象に，行政職員として男女共同参画意識を持って業務を
遂行できるよう，男女共同参画の基本や，国際比較で見る日本の現状等について，e
ラーニング（ネットワークシステムを利用した学習形態）で研修を行いました。
　また，市職員の管理職（268名）を対象に，今後必要不可欠となってくる多様な人材
に合った多様な働き方や，性別に関わらないキャリア形成支援のマネジメントについ
てeラーニングで研修を行いました。
　男女共同参画推進員（59名）を対象に，人事課及び人権政策課と協働で「犯罪被害
者に係る人権」に関する研修を実施しました。

目標指標

各課が実施する事業において，男女共同参画意識の普及について，連携あるいは働
きかけた件数（連携することで他課への啓発と市全体の施策につながる）

　目標を達成を維持できるよう，引き続き
各課が実施する事業において調整を図
り，男女共同参画意識の普及について，
連携を広げていきます。

Ａ

Ⅰ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

男女共同参画推進員研修
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【個別事業の実施状況報告表】

男女共同参画意識の向上

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　ＮＰＯやボランティア活動において，女性は独自の視点を活かして重要な担い手とし
て活躍しています。その活動を，市ホームページ内に設置している「すずか市民活動
情報広場」を通して情報発信を図るとともに，市民活動に関する様々な情報提供や相
談体制の充実に努め，誰もが参画し活躍しやすい環境づくりを進めます。

(1)男女共同参画意識の普及と向上

3　一人ひとりの生き方を尊重する地域づくり

古くからの慣習や伝統文化を尊重しつつ，男女共同参画の新しい視点で見直し，性別に関わら
ず誰もが参画できる地域コミュニティの形成をめざします。

4 地域協働課

　市ホームページ内の「すずか市民活動情報広場」を通して，各団体が，気軽に情報
発信していただけるよう周知し，誰もが市民活動に参画しやすい環境づくりを推進しま
す。

　「すずか市民活動情報広場」にて，地域や市民活動につながる情報（お役立ち情報
や助成金情報等）の発信や登録団体の活動について情報提供しました。

　「すずか市民活動情報広場」登録団体数：令和４年度末　156団体

目標指標

設定なし

　登録団体も年々増加しており，広場での
情報発信も増えてきています。今後も団体
活動情報や，役立ち情報などを提供し市
民活動の活性化につなげていきます。

Ｂ

Ⅰ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

すずか市民活動情報広場
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【個別事業の実施状況報告表】

男女共同参画意識の向上

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　主要な人権啓発イベントに託児所を設け，性別の区別なく学習意欲のある男女誰も
が参加できるように支援します。

　コロナ禍の影響で昨年度は中止した３か所を含め，８地区12か所で地域の要望に応
じた人権尊重まちづくり講演会を開催しました。
　主要な人権啓発イベントにおいて，託児所を設け，家族連れで参加できる機会を提
供しました。

目標指標

設定なし

　今年度は未実施だった地域２か所で初
めて講演会を開催するなど，コロナ禍で減
少していた回数を12回に増やし，予定通り
実施することができました。
　今後も，未実施の地区に対して働きか
け，人権尊重を基調とした地域づくりを推
進するよう取り組んでいきます。

Ａ

　各地域で人権尊重まちづくり講演会を企画し，その中で住みよいまちをつくるため
に，男女の区別なく参加できることの大切さを訴えます。
　すべての人が個性と能力を発揮し，活躍できるような場の提供に努め，主要な啓発
イベントに託児所を設け，性別の区別なく学習意欲のある男女誰もが参加できるよう
に支援します。

(1)男女共同参画意識の普及と向上

3　一人ひとりの生き方を尊重する地域づくり

古くからの慣習や伝統文化を尊重しつつ，男女共同参画の新しい視点で見直し，性別に関わら
ず誰もが参画できる地域コミュニティの形成をめざします。

5 人権政策課

Ⅰ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

一ノ宮地区人権尊重まちづくり講演会

（長太公民館）
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【個別事業の実施状況報告表】

男女共同参画意識の向上

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※3 52.7% 78.0% 37.0% 43.7% 65.0% 70.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　ジェンダーの問題は，民族，文化，人種，その他多様な属性に大きな関係があり，そ
れら様々な属性を持った人たちが共に生きる社会を実現しなければならないとの視点
に立ち，市民一人ひとりの多文化共生に対する意識の高揚を図るため，講演会の実
施や広報誌を通じた啓発に取り組みます。

(1)男女共同参画意識の普及と向上

3　一人ひとりの生き方を尊重する地域づくり

古くからの慣習や伝統文化を尊重しつつ，男女共同参画の新しい視点で見直し，性別に関わら
ず誰もが参画できる地域コミュニティの形成をめざします。

6 市民対話課

　多文化共生のための講演会実施の中で，登壇者，発表者等を選出する際には，男
女比に配慮するように努めています。
　このほか，広報誌などに掲載する際にも，文章や画像掲載において，男女共同参画
の視点を入れるよう，努めます。

　広報紙に多文化共生（国際親善）の内容を掲載する際，政治分野における男女共同
参画のメッセージを込めたものを選びました。また，ウクライナ講演会を企画した際に
は，講師として市内に住むウクライナ出身の方に依頼しました。講演会では，家族や
職場，そして地域の協力を得ながら，女性の個性と能力を発揮する姿を市民に伝えま
した。

目標指標

多文化共生意識の普及度
多文化共生に関するアンケートにおいて，多文化共生社会が「実現している」，又は
「どちらかといえば実現している」とした回答数／アンケート回答者総数×100

　国際親善活動，多文化共生シンポジウ
ムともに，さまざまな立場で活動・活躍す
る女性の姿を市民へ発信することができ
ました。
　目標指標は，令和3年度から比較して，
約7％改善したものの，日本人市民の理解
度が低い傾向にあることから，今後，日本
人市民への多文化共生に関する啓発活
動の強化を推し進める必要があります。

Ｃ

Ⅰ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

【写真】ウクライナ講演

【写真】市制施行80周年（友好都市来鈴）
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【個別事業の実施状況報告表】

男女共同参画意識の向上

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　地域づくりを推進していくにあたり，地域，行政の双方に男女共同参画の必要性を
発信します。

(1)男女共同参画意識の普及と向上

3　一人ひとりの生き方を尊重する地域づくり

古くからの慣習や伝統文化を尊重しつつ，男女共同参画の新しい視点で見直し，性別に関わら
ず誰もが参画できる地域コミュニティの形成をめざします。

7 男女共同参画課

　性別による固定的役割分担意識に基づく制度及び慣行の改善を図ります。

 　男女共同参画週間（6月23日～29日）に合わせ，懸垂幕，市内大型商業施設，男女
共同参画センターのホームページ，情報紙「ジェフリーすずか通信」等での意識啓発
及び情報発信を行いました。
　また，県内の男女共同参画センターと市町が連携して開催する三重県内男女共同
参画連携映画祭で，本市では，勇気を持って信じる道を進もうとする少女を主人公とし
たアニメーション作品「ウルフウォーカー」を上映し，性別にとらわれずに生きていける
社会について意識啓発を行いました。
　市民向け講座として，三重県男女共同参画センターフレンテみえから講師を招き，男
女共同参画の視点から見た防災・減災講座を行いました。災害を免れた後の避難所
においても性差や異なる年代によって様々な問題が生じることから，未然防止のため
に男女双方の視点を取り入れた避難所運営の必要性を啓発しました。

目標指標

設定なし

　男女共同参画の視点から見た防災・減
災講座は，自治会や女性消防団員の参加
もあり，地域（自治会等）への啓発となりま
した。
　引き続き，様々な世代が参加できる地域
に向けた啓発事業を行っていきます。

Ａ

Ⅰ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

市民向け講座チラシ
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

成果指標・単位施策

内　　容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

59.3% 61.5% 76.9% 63.0% 64.7% 70.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　各課が所管している審議会・委員会等の委員について，男女比率を確認するととも
に，いずれの性も40％を下回らない構成となるよう事前協議の働きかけを行いまし
た。

(1)意思決定の場における男女共同参画

1　男女比率が適正な審議会などの割合

審議会等における女性委員の登用率は，40％以上を目標とします。ただし，市の制度・施策に
市民の意見を公平に反映させるため，いずれの性も40％を下回らないように努めます。

8 全課（審議会・委員会等）

　性別に偏らない公平な意見を市政に反映することができます。また，政策・方針決定
過程への女性の参画を促進することで，女性活躍推進に寄与することが期待できま
す。

　審議会等委員への女性の登用推進方策に基づき取り組んだ結果，審議会総数
「54」のうち，女性登用率が適正（40％～60％）な審議会等の数は「34」あり，男女比率
が適正な審議会等の割合は63.0％となりました（資料②-P.83）。

成果指標

男女比率が適正な審議会などの割合
（第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画成果指標）

　最終年度の目標値を目標を達成できる
よう，「審議会等委員への女性の登用推
進方策」に基づき，全庁的に継続して取り
組みます。

B

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

審議会等委員への女性の登用推進方策

（一部抜粋）

21



【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※4 16.2% 17.5% 18.7% 20.2% 18.0% 19.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　役職者として求められる能力，知識等を身につけるため，各種研修会及び自治大学
校へ女性職員を派遣します。
　また，やる気や資質を備えた若い女性職員を管理職やグループリーダーに積極的
に登用します。

(1)意思決定の場における男女共同参画

2　行政や企業等組織における女性登用促進

行政や民間企業，地域など，あらゆる団体の意思決定の場や指導的立場に女性の参画が進
むよう関係機関に働きかけます。また，各機関がそのために取り組む計画的な人材育成に対
し，情報提供や支援体制の充実に努めます。

9 人事課

　男女が社会の対等な構成員として，社会のあらゆる分野における方針の立案，決定
及び実行に参画する機会を確保します。

　27歳から30歳までの女性職員（令和４年４月１日現在）（22人）及び新任課長（10人）
を対象に，女性活躍推進研修を実施しました。
　また，外部研修機関への派遣件数としては，全国市町村国際文化研修所（１人），日
本経営協会（１人）でした。自治大学校への派遣（１人）も実施しました。

目標指標

女性管理職の登用率（資料③-P.87）
（「鈴鹿市女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」）

　外部研修機関での研修や自治大学校に
女性職員を積極的に派遣し，特定の地
域，分野の枠を超えた職員と交流すること
により，そこで得たネットワークが業務上
の課題解決に役立つことに加え，今後の
キャリアイメージの構築にも効果が期待で
きます。
　今後は，派遣研修に加え，職員のワーク
ライフバランスも考慮し，オンライン研修を
活用する等，新しい手法を取り入れ研修を
継続して実施していきます。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

自治大学校 研修募集案内
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　建設業の職場内における女性登用促進に関する意識を高めるために，入札参加資
格者名簿に登録されている企業の中で落札業者に契約検査課・上下水道総務課で作
成した啓発文書を契約書と共に配布します。

(1)意思決定の場における男女共同参画

2　行政や企業等組織における女性登用促進

行政や民間企業，地域など，あらゆる団体の意思決定の場や指導的立場に女性の参画が進
むよう関係機関に働きかけます。また，各機関がそのために取り組む計画的な人材育成に対
し，情報提供や支援体制の充実に努めます。

10 契約検査課・経営企画課（上下水道局）

　建設業における意思決定の場や指導的立場への女性参画を推進するため，文章や
イラストの表現について，男女共同参画に配慮します。

　契約検査課・上下水道総務課で作成した啓発文書を落札業者に契約書と共に配布
しました。

目標指標

設定なし

　業者の規模にかかわらず，女性登用促
進への取組に対する意識付けができまし
た。

Ｂ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

職場における男女共同参画のための

啓発文書
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　自治会役員への女性登用を促すため，自治会連合会の各種会議において男女共
同参画を推進する啓発活動を行います。

(1)意思決定の場における男女共同参画

2　行政や企業等組織における女性登用促進

行政や民間企業，地域など，あらゆる団体の意思決定の場や指導的立場に女性の参画が進
むよう関係機関に働きかけます。また，各機関がそのために取り組む計画的な人材育成に対
し，情報提供や支援体制の充実に努めます。

11 地域協働課

　地域などの意思決定の場や指導的立場に女性の参画が進むことにより，女性なら
ではの視点やアイデアを実現し，自治会などで活躍してもらいます。

　正副会長会等で，自治会役員のなり手不足という課題が挙がる中で，地域における
女性活躍の話をしながら，自治会役員への女性登用を促しました。

目標指標

設定なし

　各自治会役員への女性登用は，自治会
で選任された結果となるため，割合の把握
は難しい状況です。また，年々自治会役
員のなり手不足という課題も挙がってきて
いる中，地域における女性活躍は必須状
況となってきていることから，啓発活動を
根気よく継続していきます。

Ｂ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

定期総会の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　企業における意思決定の場や指導的立場への女性参画を推進します。

　ものづくり産業支援センターの専門アドバイザーが実施する毎月の巡回訪問で，意
思決定の場や指導的立場に女性の参画を促進するよう啓発等を進めました。

目標指標

設定なし

　企業に対して，今後も巡回訪問や人材
育成研修の中で，意思決定の場や指導的
立場に女性の参画を促進するよう啓発等
を行います。

Ｂ

　企業訪問や各種会議などの機会を捉えて，意思決定の場や指導的立場に女性の
参画を促進するよう啓発等を進めます。
　また，各機関がそのために取り組む計画的な人材育成に対し，現場支援を通じて専
門アドバイザーによる助言等を行います。

(1)意思決定の場における男女共同参画

2　行政や企業等組織における女性登用促進

行政や民間企業，地域など，あらゆる団体の意思決定の場や指導的立場に女性の参画が進
むよう関係機関に働きかけます。また，各機関がそのために取り組む計画的な人材育成に対
し，情報提供や支援体制の充実に努めます。

12 産業政策課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

専門アドバイザーによる巡回訪問
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※5 23.8% 25.6% 29.1% 27.9% 25.0% 26.1%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　学校における意思決定の場や指導的立場への女性参画を推進します。

　女性職員に対して，管理職をめざす職員向け研修講座「学校経営連続講座」の開催
を周知し，積極的な参加を呼びかけました。

目標指標

実際に管理職として登用された女性職員の割合
 （策定時の登用人数【20人】を維持しながら，令和5年度では，２人増加の登用人数
【22人】を目標値としました。）

　女性職員に対し，管理職をめざす職員を
対象とした研修講座への参加を促すこと
で，管理職の登用につながっていると考え
られます。
　そのため校園長会において，男女共同
参画に係る女性管理職の推進，共同参画
の研修を学校で実施するように働きかけ
ます。

Ａ

　県教委の小中学校長・教頭職への積極的な女性登用の方針に沿って働きかけを行
います。
　各学校長を通じて，女性職員に対し管理職選考試験や管理職をめざす職員を対象
とする研修講座への参加を呼びかけ，昇任への意欲を高めるための働きかけを行い
ます。

(1)意思決定の場における男女共同参画

2　行政や企業等組織における女性登用促進

行政や民間企業，地域など，あらゆる団体の意思決定の場や指導的立場に女性の参画が進
むよう関係機関に働きかけます。また，各機関がそのために取り組む計画的な人材育成に対
し，情報提供や支援体制の充実に努めます。

13 学校教育課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

令和４年度 学校経営連続講座
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※6 4人 4人 5人 5人 5人 7人

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　職員の任用にあたっては，大学等での採用説明会等を実施し，採用試験における
女性受験者の拡大に努めます。特に女性職員が少ない消防職において女性職員数
の増加を図ります。

(2)就労における男女共同参画

1　雇用における男女の格差解消

雇用や賃金における男女格差を是正するため，男女の均等な機会と待遇の確保，就労におけ
る男女共同参画を推進するための啓発やそれを促す仕組みの構築に努めます。

14 人事課・消防総務課

　男女が社会の対等な構成員として，社会のあらゆる分野における方針の立案，決定
及び実行に参画する機会を確保します。

　鈴鹿市消防職員採用の受験を検討されている女性を対象に，女性消防士就職説明
会を実施し，職務説明や女性消防士との座談会，女性施設見学等を行いました。

目標指標

女性消防職員数

　女性の受験者数も増加しており，受験者
数拡大の取組の効果は表れていると思わ
れます。更なる受験者数の増加を図るた
め，今後も継続して説明会を実施します。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

女性消防士就職説明会ポスター
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　建設業の職場内における男女格差解消に関する意識を高めるために，入札参加資
格者名簿に登録されている企業の中で落札業者に契約検査課・上下水道総務課で作
成した啓発文書を契約書と共に配布します。

(2)就労における男女共同参画

1　雇用における男女の格差解消

雇用や賃金における男女格差を是正するため，男女の均等な機会と待遇の確保，就労におけ
る男女共同参画を推進するための啓発やそれを促す仕組みの構築に努めます。

15 契約検査課・経営企画課（上下水道局）

　建設業における意思決定の場や指導的立場への女性参画を推進するため，文章や
イラストの表現について，男女共同参画に配慮します。

　契約検査課・上下水道総務課で作成した啓発文書を落札業者に契約書と共に配布
しました。

目標指標

設定なし

　業者の規模にかかわらず，育児・介護休
暇等への取組に対する意識付けができま
した。

Ｂ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

職場における男女共同参画のための

啓発文書
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　三重労働局（鈴鹿公共職業安定所）と連携しながら，広報すずか，市ホームページ
などの媒体を利用し，雇用環境における男女格差を解消するため，各種制度の周知
を行います。

(2)就労における男女共同参画

1　雇用における男女の格差解消

雇用や賃金における男女格差を是正するため，男女の均等な機会と待遇の確保，就労におけ
る男女共同参画を推進するための啓発やそれを促す仕組みの構築に努めます。

16 産業政策課

　雇用における男女格差の是正に寄与し，男女の均等な機会と待遇の確保，就労に
おける男女共同参画を推進します。

　三重労働局と締結している雇用対策協定に基づき，運営協議会の開催等により，雇
用環境における男女格差を解消するための情報共有を行いました。
　また，広報すずか，市ホームページなどの媒体を利用し，女性の活躍推進及び両立
支援に関する制度等を周知しました。

目標指標

設定なし

　継続した取組が必要であり，男女格差の
解消に向け，今後も周知に取り組んでい
きます。

Ｂ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

広報すずか掲載記事の一例
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※7 14.3日 13.1日 15.2日 R5.6中 15.0日 15.0日

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　近年のワーク・ライフ・バランスに対する意識の高まり，働き方に対するニーズの多
様化の状況等を踏まえ，より柔軟な働き方を可能とする制度の構築を検討します。

(2)就労における男女共同参画

2　ワーク・ライフ・バランスの推進

少子高齢化や核家族化が進む社会の中で男女がともに生きがいを持って暮らし続けるため
に，働き方の見直しや多様な働き方を可能にする制度の構築など，意識啓発と仕組みづくりに
努めます。

17 人事課

　男女が職業・家庭・地域生活における活動等を両立して行うことができるようにしま
す。

　夏季休暇の取得やリフレッシュ職免の取得等について周知しました。

目標指標

職員の年次有給休暇の年間平均取得日数

　夏季休暇やリフレッシュ職免の取得につ
いては，啓発による制度の周知が進んで
おり，取組の効果も表れています。しか
し，職場環境によっては，取得しにくい状
況もあると考えられるため，引続き庁内へ
の周知・啓発を行います。
　ワークライフバランスの実現に向けて，
今後もより一層の年休取得を推進するとと
もに，制度を有効に活用できる各職場の
環境づくりに取り組みます。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

休暇の付与について（掲示内
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　建設業の職場内におけるワーク・ライフ・バランスに関する意識を高めるために，入
札参加資格者名簿に登録されている企業の中で落札業者に契約検査課・上下水道
総務課で作成した啓発文書を契約書と共に配布します。

(2)就労における男女共同参画

2　ワーク・ライフ・バランスの推進

少子高齢化や核家族化が進む社会の中で男女がともに生きがいを持って暮らし続けるため
に，働き方の見直しや多様な働き方を可能にする制度の構築など，意識啓発と仕組みづくりに
努めます。

18 契約検査課・経営企画課（上下水道局）

　建設業における意思決定の場や指導的立場への女性参画を推進するため，文章や
イラストの表現について，男女共同参画に配慮します。

　契約検査課・上下水道総務課で作成した啓発文書を落札業者に契約書と共に配布
しました。

目標指標

設定なし

　業者の規模にかかわらず，ワークライフ
バランスへの取組に対する意識付けがで
きました。

Ｂ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

職場における男女共同参画のための

啓発文書
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　三重労働局（鈴鹿公共職業安定所）と連携しながら，広報すずか，市ホームページ
などの媒体を利用し，ワーク・ライフ・バランスの推進に向け，各種制度や取組の周知
を行います。

(2)就労における男女共同参画

2　ワーク・ライフ・バランスの推進

少子高齢化や核家族化が進む社会の中で男女がともに生きがいを持って暮らし続けるため
に，働き方の見直しや多様な働き方を可能にする制度の構築など，意識啓発と仕組みづくりに
努めます。

19 産業政策課

　男女がともに生きがいを持って暮らし続けるため，ワーク・ライフ・バランスの推進に
寄与します。

　県内企業を対象とした「働き方改革アドバイザー」の無料派遣に関するチラシを窓口
に設置するなど周知を行うことで，ワーク・ライフ・バランスの必要性を啓発しました。
その結果，派遣実績数は県内15社中，市内は２社となりました。

目標指標

設定なし

　継続した取組が必要であり，ワークライ
フバランスの実現に向け，今後も周知に取
り組んでいきます。

Ｂ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

窓口に設置したチラシの一例
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　誰もが安心して結婚や妊娠，出産・子育てができるよう，子育て応援サイト「きら鈴」
により，子育てに関する制度や支援についての情報発信を行い，子育てしやすい環境
づくりを促進します。
　また，様々な悩みを抱える一人親の就労支援のため，母子・父子自立支援員による
相談やハローワークと連携し，一人親家庭の就労に繋げられるよう支援します。

(2)就労における男女共同参画

3　ライフステージに応じた就労支援

Ｍ字カーブと呼ばれる女性の働き方の背景にある課題を検証し，子育て支援や介護支援の充
実，ライフステージに応じた就労支援や啓発に取り組みます。

20 子ども政策課

　対象者として，男女双方を想定した内容に配慮します。
　また，女性活躍推進に寄与します。

　子育て応援サイト「きら鈴」を活用し，「友活・恋活・婚活」覧に掲載し周知に努めまし
た。
　また，ひとり親家庭への支援として，児童扶養手当の現況届時に合わせて，ハロー
ワークの出張就労相談を実施するとともに，自立に向けた各種事業（自立支援，高等
職業訓練促進給付金等）の情報提供に努めました。

目標指標

設定なし

　三重県と市町が連携した広域的な取組
として，北勢ＰＴ（プロジェクトチーム）（※）
主催の出会いの場の提供に努めました。
　令和５年度は，本市を会場としたイベント
の実施について検討します。
（※）桑名市，鈴鹿市，亀山市，いなべ市，
木曽岬町，東員町が参加。

関宿まち歩き恋活（チラシ）
添付資料①

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

関宿まち歩き恋活チラシ
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※8 63.8% 66.3% 70.6% 69.1% 65.5% 66.5%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　男女が，職業・家庭・地域生活における活動等を両立して行うことができるように，対
象者として男女双方を想定して取り組みます。

　園だよりやクラスだより，ほけんだよりなどを通じて各園での保育・教育の情報発信
を行うとともに，保護者向け情報案内通知システムによる情報発信も行いました。
　また，幼稚園においては，ホームページを活用し，情報発信を行いました。

目標指標

　園だよりやクラスだより，ほけんだよりな
どを通じて各園での保育・教育の情報発
信を行うとともに，保護者向け情報案内通
知システム「すぐーる」による情報発信も
行いました。
　また，幼稚園においては，ホームページ
を活用し，情報発信を行いました。
　引き続き，各だより等により情報発信に
努めます。

Ａ

就学前児童総数に対して，教育・保育施設を利用している割合
5,769人/8,343人=69.1%

　適切な保育・教育環境を確保し，子育てと仕事の両立ができる環境整備を進めま
す。
　また，広報すずかや市ホームページなどで情報発信を行い，子育て中の女性も安心
して働ける環境づくりを促進します。

(2)就労における男女共同参画

3　ライフステージに応じた就労支援

Ｍ字カーブと呼ばれる女性の働き方の背景にある課題を検証し，子育て支援や介護支援の充
実，ライフステージに応じた就労支援や啓発に取り組みます。

21 子ども育成課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

玉垣幼稚園 ホームページ
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　介護関係の就労等に関して窓口や電話での問い合わせがあれば，三重県社会福
祉協議会，鈴鹿市社会福祉協議会等を案内します。
　また，広報すずかや市ホームページ等に，関係機関が実施する介護人材の育成や
再就労を推進するための情報を掲載します。

(2)就労における男女共同参画

3　ライフステージに応じた就労支援

Ｍ字カーブと呼ばれる女性の働き方の背景にある課題を検証し，子育て支援や介護支援の充
実，ライフステージに応じた就労支援や啓発に取り組みます。

22 長寿社会課

  子育てや介護等で一旦仕事を離れた後でも，ライフステージに応じて，資格等を生
かして職場復帰がしやすくなるよう支援や啓発を行います。

　三重県社会福祉協議会等と連携して，福祉現場への新規採用や職場復帰を後押し
する研修などの記事を広報すずかに掲載しました。

　掲載記事数：14

目標指標

設定なし

　今後も三重県社会福祉協議会と連携し
ながら福祉現場の情報発信に努め，福祉
人材の発掘に取り組みます。また，広域
連合や市の単位で取り組める事業を検討
していきます。

Ｂ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

広報すずか掲載記事
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　妊娠・出産・育児期にあっても男女がともに働き続けることができるよう，ライフス
テージに応じた女性活躍の推進に寄与します。

　三重労働局と締結している雇用対策協定に基づき，運営協議会の開催等により，女
性のライフステージに応じた就労支援について，情報共有を行いました。
　働き方改革アドバイザー派遣や企業で働く人のための出前講座について，窓口にチ
ラシを設置する等により周知を行いました。

目標指標

設定なし

　継続した取組が必要であり，ライフス
テージに応じた国の支援制度について今
後も周知に取り組んでいきます。

Ｂ

　三重労働局（鈴鹿公共職業安定所）と連携しながら，ライフステージに応じた就労支
援を行うとともに，広報すずか，市ホームページなどの媒体を利用し，支援制度等の
周知を行います。

(2)就労における男女共同参画

3　ライフステージに応じた就労支援

Ｍ字カーブと呼ばれる女性の働き方の背景にある課題を検証し，子育て支援や介護支援の充
実，ライフステージに応じた就労支援や啓発に取り組みます。

23 産業政策課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

窓口に設置したチラシの一例
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　女性の就労機会の拡大に寄与します。

　鈴鹿商工会議所と連携を図り，広報すずか，市ホームページ等の媒体を利用して，
起業に関する情報提供・支援制度の周知を行いました。併せて，無料で託児サービス
を利用できる職業訓練の情報も発信しました。（掲載記事数：12件）
　また，鈴鹿地域職業訓練センターほか，職業訓練を行う関係機関等との連携を図
り，スキルアップにつながるような講座の周知を行いました。

目標指標

設定なし

　創業・起業支援について，潜在的な創業
希望者を掘り起こすことが課題となってい
ます。
　今後も，女性の起業者に対する支援や
各種資格取得講座及び職業訓練の周知
啓発に，商工会議所等の関係機関と協力
して取り組んでいきます。

Ｂ

　鈴鹿商工会議所と連携を図り，女性の起業を支援するためのセミナーや講演会を開
催するとともに，広報すずか，市ホームページなどの媒体を利用して起業に関する情
報提供・支援制度の周知を行います。
　また，鈴鹿地域職業訓練センターほか，職業訓練を行う関係機関等との連携を図
り，スキルアップにつながるような講座の周知を行います。

(2)就労における男女共同参画

4　女性の自立・起業等への支援

女性の就労機会を拡大するため，関係機関と連携し，スキルアップや起業に関する講座の開
催，情報提供，支援制度の周知に努めます。

24 産業政策課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

広報すずか掲載記事の一例
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※9 5.3% 4.6% 4.3% 3.8% 12.0% 16.1%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　夫婦や家族で取り組む農業経営について，経営方針やそれぞれの役割，就業条件
などについて取り決めた家族経営協定を締結することで，仕事と生活のバランスに配
慮した働き方を構築し，女性農業者が活躍できるよう支援や啓発を行います。

　新規就農の相談時に，今後の農業経営方針について聞き取りを行い，該当者には
家族経営協定に関する説明を行いました。

目標指標

青年就農給付受給者における夫婦間家族協定締結の割合

　夫の新規就農にあたり，妻が農作業の
支援をすることはあるものの，夫婦間家族
協定を締結するには至っていません。
　夫婦間で十分に話し合い，報酬や就業
条件等を明確にすることで，女性が農業
へ参画しやすくなることを説明し，家族協
定の締結を促進します。

Ｄ

　新規就農相談時において，女性の農業部門への就労や起業への契機となるよう，
夫婦間家族協定の締結について普及啓発に努めます。

(2)就労における男女共同参画

4　女性の自立・起業等への支援

女性の就労機会を拡大するため，関係機関と連携し，スキルアップや起業に関する講座の開
催，情報提供，支援制度の周知に努めます。

25 農林水産課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

家族協定 資料（農林水産省）
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　企画，立案など，意思決定の場において女性の参画を推進します。

　農業委員会だよりの編集委員を代表を含む２名の女性農業委員が務め，女性なら
ではの視点や感性を活かした誌面作りを行いました。
　また，令和４年９月発行の農業委員会だよりでは，女性農業委員の活動を紹介する
記事を掲載し，積極的な情報発信に努めました。
 　女性農業委員が県内の女性農業委員と情報交換し，農業者年金の加入推進につ
いてグループディスカッションを行いました。

目標指標

設定なし

　農業者が減少していく中で，貴重な労働
力として，また販売戦略面において，女性
農業者の役割は，ますます重要となってく
ることから，女性農業委員のリーダーシッ
プのもと，女性農業者がいきいきと活躍で
きる環境作りへの支援をしていきます。

Ｂ

　女性農業委員が中心となり，今後，女性農業者が活躍していくために必要なことや
課題，また解決方策等について話し合い，関係機関と連携し支援体制を確立します。
　また，年２回発行の農業委員会だよりにおいて，女性農業者に関するコーナーを設
けるなど積極的な情報発信に努めます。

(2)就労における男女共同参画

4　女性の自立・起業等への支援

女性の就労機会を拡大するため，関係機関と連携し，スキルアップや起業に関する講座の開
催，情報提供，支援制度の周知に努めます。

26 農業委員会

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

農業委員会だより
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※10 ７人 18人 39人 56人 10人 20人

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　男女が職業・家庭・地域生活における活動等を両立して行うことができるようにしま
す。

　 「休暇申請ハンドブック」及び「第2次鈴鹿市特定事業主行動計画【後期計画】」をグ
ループウェアネットフォルダに掲載し，常に閲覧できる状態にしました。
　子育て支援週間（令和４年７月21日（木）～27日（水））中に，令和３年度に実際に育
児休業を取得した男性職員の体験談を公表しました。
　また，各種制度の周知により，以下の実績でした。
　・短期介護休暇取得者　17人
　・平成30年度からの育児休業取得者（男性）累計　56人

目標指標

男性職員の育児休業取得者数（累計）
（「第２次鈴鹿市特定事業主行動計画」計画期間中令和２年４月１日～令和６年３月31
日に妻に子どもが生まれた男性職員の育児休業取得者を20人にする。毎年度５人ず
つ）

　更なる取得者の増加を図るため，今後も
継続して周知を行います。

Ａ

　育児や介護の休暇制度など諸制度の周知徹底と意識の啓発，また，男性の子育て
目的の休暇等の取得を促進します。

(2)就労における男女共同参画

5　育児・介護休暇等の取得促進

男女を問わず，育児や介護を行う就労者が仕事と家庭生活の両立を図ることができるよう，育
児・介護休暇等の取得を促進するような仕組みづくりや意識啓発，職場の環境整備に努めま
す。

27 人事課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

休暇申請ハンドブック
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　建設業における意思決定の場や指導的立場への女性参画を推進するため，文章や
イラストの表現について，男女共同参画に配慮します。

　契約検査課・上下水道総務課で作成した啓発文書を落札業者に契約書と共に配布
しました。

目標指標

設定なし

　業者の規模にかかわらず，育児・介護休
暇等への取組に対する意識付けができま
した。

Ｂ

　建設業の職場内における育児・介護休暇等の取得に関する意識を高めるために，
入札参加資格者名簿に登録されている企業の中で落札業者に契約検査課・上下水
道総務課で作成した啓発文書を契約書と共に配布します。

(2)就労における男女共同参画

5　育児・介護休暇等の取得促進

男女を問わず，育児や介護を行う就労者が仕事と家庭生活の両立を図ることができるよう，育
児・介護休暇等の取得を促進するような仕組みづくりや意識啓発，職場の環境整備に努めま
す。

28 契約検査課・経営企画課（上下水道局）

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

職場における男女共同参画のための

啓発文書
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※11 2回 2回 3回 3回 3回 4回

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　保護者等が安心して育児休業等が取得できるよう，保育所等の教育・保育施設を確
保しながら，放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の充実を図ります。
　放課後児童クラブの運営について，事業者と利用者が連携して児童の健全な育成
を図るため，放課後児童支援員の能力向上を目指し，子どもへの理解と支援につい
て研修を実施します。

(2)就労における男女共同参画

5　育児・介護休暇等の取得促進

男女を問わず，育児や介護を行う就労者が仕事と家庭生活の両立を図ることができるよう，育
児・介護休暇等の取得を促進するような仕組みづくりや意識啓発，職場の環境整備に努めま
す。

29 子ども政策課

　待機児童を解消し，女性が働きやすい環境づくりに寄与します。

　共働き世帯の増加や核家族化の進展などの影響から，放課後児童クラブの登録児
童数は年々増加傾向にあります。このことから，翌年度の新１年生の保護者を対象に
放課後児童クラブ利用希望の有無についてアンケート調査を実施し，待機児童の解
消に努めました。
　また，放課後児童支援員等の能力向上を目的とした研修の開催に当たり，新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から，研修用DVDを作成し少人数での分散研修に
努めました。

目標指標

放課後児童支援員の能力向上を目指し，子どもへの理解と支援についての研修の実
施回数

　令和５年度も継続して，放課後児童クラ
ブの利用希望者調査を実施し，受け皿の
確保に努めます。
　また，保育業務等で繁雑化している支援
員等への負担軽減を図るため，オンライン
研修の導入について引き続き研究しま
す。

支援員研修の様子
添付資料②

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

支援員研修の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　男女を問わず，育児や介護を行う就労者が仕事と家庭生活の両立を図ることができ
るよう，ワーク・ライフ・バランスの推進に寄与します。

　出生時育児休業に関する法律の施行について広報すずかに掲載し，社内制度の確
認や就業規則の見直しを企業に呼び掛けました。

目標指標

設定なし

　継続した取組が必要であり，育児・介護
休暇取得促進に向け，今後も周知に取り
組んでいきます。

Ｂ

　事業主に対して育児・介護休暇取得の推進を促すため，広報すずかなどの媒体を
通じて制度等の周知啓発を行います。

(2)就労における男女共同参画

5　育児・介護休暇等の取得促進

男女を問わず，育児や介護を行う就労者が仕事と家庭生活の両立を図ることができるよう，育
児・介護休暇等の取得を促進するような仕組みづくりや意識啓発，職場の環境整備に努めま
す。

30 産業政策課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

広報すずか掲載記事
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　地域づくりにおいて女性の視点は欠かせないため，地域づくり協議会の組織化や地
域づくり研修会等の機会を捉え，その重要性を訴え，女性の地域活動への参画を呼
びかけます。

(3)地域における男女共同参画

1　男女がともに参画する地域活動

自治会活動や地域づくり活動にあらゆる世代の男女がともに参画することを促進し，男女共同
参画の視点に立った「自助」「共助」のまちづくりをめざします。

31 地域協働課

　自助共助のまちづくりを推進するために，年齢及び男女等に関わらず多様性を尊重
します。

　組織運営力の向上，団体の課題解決のきっかけとなるような講座や交流会として，
『つながる』をテーマの「つながろう鈴鹿ネットワーク」を開催しました。
　また，「協働によるまちづくり」の実現に向けて，今年度は各団体や企業，学生など
の主体がつながるためのキーワードとしてＳＤＧｓ（※）を切り口に活動の持続可能性
の検討や担い手の確保・育成を目指した講座や交流会を３回実施しました。
（※）2015年の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目
指すための国際目標。

目標指標

設定なし

　協働のまちづくりを実現するためには，
男女・年齢を問わず，地域づくりへの意識
や団体力の向上が不可欠であり，市とし
てその機会を提供していきます。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

つながろう鈴鹿ネットワーク 案内チラシ
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※12 21.0% 21.0% 18.6% 16.9% 23.0% 25.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　スポーツを推進していくにあたり，地域における健康づくり・体力づくりについては，
女性の視点も重要であるため，女性の参画を呼びかけます。

(3)地域における男女共同参画

1　男女がともに参画する地域活動

自治会活動や地域づくり活動にあらゆる世代の男女がともに参画することを促進し，男女共同
参画の視点に立った「自助」「共助」のまちづくりをめざします。

32 スポーツ課

　三重県スポーツ推進委員協議会役員や北勢スポーツ推進委員協議会役員としてス
ポーツ推進委員を派遣し，女性の活躍の場を提供します。

　女性のスポーツ推進委員を三重県スポーツ推進委員協議会役員に２名，北勢ス
ポーツ推進委員協議会役員に２名派遣しました。
　また，地区でスポーツ推進委員の交代がある場合は，女性登用を呼びかけました。

目標指標

スポーツ推進委員の女性の占める割合

　任期途中で女性委員１名が辞めたた
め，女性の占める割合が低下しました。
　成り手不足により人員の確保も厳しい状
況にありますが，引き続き，女性が運動・
スポーツに参加しやすい環境づくりのた
め，女性登用を啓発していきます。

Ｃ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

年度末研修会の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※13 50.0% 60.0% 70.0% 230.0% 80.0% 100.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　自主防災組織における女性役員の拡大を働きかけるとともに，地域で防災研修会を
行う際に，男性だけでなく女性の参加を呼びかけます。
　また，講習テーマに女性にあった内容を取り入れ，自治会や自主防災隊，公民館講
座，小・中学校ＰＴＡ等に向けて防災研修会を実施し，災害対応における女性視点の
重要性を啓発します。

(3)地域における男女共同参画

2　防災分野における男女共同参画の推進

災害対策や復興支援の場に必要な男女共同参画の視点を広めることで，多様なニーズに対応
できる防災体制の構築に努めます。

33 防災危機管理課

　災害時に被災する可能性は男女とも同じであり，避難所において男女それぞれが支
障なく過ごすためには，それぞれの視点からの配慮が必要です。
　防災研修会は，高齢男性の参加が多い傾向にあるため，防災啓発や訓練の実施に
あたっては，性別にとらわれず参加できるよう工夫し，意識の醸成を図っています。

　令和４年度もコロナ禍が続いたものの，感染防止策を講じた上で防災研修会を134
回実施し，うち女性主体の防災研修会を23回実施しました。また，PTAや事業所にお
ける防災研修会等の実施により，女性視点での災害対応の重要性について周知・啓
発に取り組みました。そのほか，市内大型商業施設における防災イベントでは，多くの
女性に対し啓発を行いました。

目標指標

女性主体の防災研修会数（目標値10回／年）の達成率

　女性主体の防災研修会を23回開催し，
目標値を大きく上回りました。
　また，令和４年度の研修会134回のうち，
女性の参加者が概ね半数以上あった研修
会は67回（全体の50％）あり，女性の参加
が増えています。
　今後も取組を継続していきます。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

防災研修会の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※14 61.1% 45.0% 73.8% 69.2% 63.0% 65.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　地域防災の中核として重要視されている消防団は，災害活動だけでなく，自主防災
組織等が実施する防災訓練や，市民が幼児期からその発達段階に応じ，あらゆる機
会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう，学校教育等におけ
る防災教育の指導的役割を担っています。防災訓練や防災教育へ指導的な立場で，
男性団員とともに女性団員が参画することで，地域防災分野への女性の参画・活躍
の重要性を意識付けます。

(3)地域における男女共同参画

2　防災分野における男女共同参画の推進

災害対策や復興支援の場に必要な男女共同参画の視点を広めることで，多様なニーズに対応
できる防災体制の構築に努めます。

34 中央消防署

　自治会等が実施する防災訓練の指導は，その地区の消防分団が実施しています。
各地区に組織されている男性消防団員と異なり，女性消防団員は担当の地区を持っ
ていないことから，訓練の指導に人員等が必要な場合は，積極的に女性消防団員に
参加してもらうよう各分団に呼びかけを行っています。

　女性消防団員は，住民，学校，事業所等を対象とした救命講習に108回，人形劇，
紙芝居，防災劇を通して予防救急や防災意識の向上を図ることを目的とした啓発活
動に20回，自治会や自主防災隊等への防災訓練指導に９回と，幅広い年齢層に対し
て様々な場において防災指導を行いました。

目標指標

消防団員が指導的役割で参画した，自主防災組織等が実施する防災訓練及び学校等での防
災教育の回数に対する女性消防団員が指導者として参画した回数の割合
防災訓練等での指導回数　198回
防災訓練等での指導回数の内，女性消防団員が指導者として参画した回数　137回
 137÷198 ＝69.2（%）

　今年度は消防団員が指導的役割で参画
した防災訓練等の回数が昨年度よりも大
幅に増えたことから，女性消防団員が指
導者として参画した回数の割合は，昨年
度実績値を下回りましたが，鈴鹿市消防
団員全体に占める女性消防団員の割合
が約４％と少ない中，目標値を上回る高い
値を維持できています。
　大規模災害時には，女性の特性を活か
した活動が多岐にわたり期待されているこ
とから，女性の視点を取り入れた避難所
運営や災害時の避難所支援などに女性
消防団員が関われるよう，今後研修等を
実施していきます。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

防災訓練での救急法指導風景
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　PTA家庭教育研修会を開催し，27名の
参加がありました。「子どもたちの気になる
様子について」を講演され，男女共同参画
の観点も盛り込まれた講座となりました。
親なびワーク，パパ・，ママワークは，次年
度も男女共同の子育ての視点を取り入れ
るよう努めます。

Ｂ

　PTA家庭教育研修会で男女共同参画課の出前講座を紹介して，各学校のPTA事業
等の中で男女共同参画の観点を盛り込んだ講座を実施できるよう努めます。
　当課主幹の事業である親なびワーク，パパ・ママワークでは，依頼内容に応じて男
性の子育ての視点を取り入れるよう努めます。

　幼稚園，小中学校のPTA家庭教育学級代表へ，家庭教育学級の学習事業に男女
共同参画講座を取り入れて頂くことで，各家庭の日々の営みを通じて男女共同参画
の意識を育み，社会全体の男女共同参画意識の底上げを図ります。

　PTA家庭教育研修会で男女共同参画課の出前講座を紹介して，各学校のＰＴＡ事業
の中で男女共同参画の観点を盛り込んだ講座を実施できるよう努めました。また，当
課主管の事業である親なびワーク，パパ・，ママワークでは，依頼内容に応じて男女
共同参画の視点を取り入れるよう努めました。

目標指標

設定なし

(4)家庭における男女共同参画

1　家庭生活で育む男女共同参画

社会の最小単位である家庭において，日々の営みを通じて男女共同参画の意識を育むこと
で，社会全体の男女共同参画意識の底上げを図ります。

35 文化振興課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

親なびワーク，パパ・ママワーク風景
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※15 103,176人 58,290人 57,288人 58,198人 107,000人 113,000人/年

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　地域子育て支援拠点施設の認知度は子
育て世帯に定着してきています。子育て世
帯だけでなく，事業を必要とする市民に届
くよう，広報すずかやチラシ等さまざまな
媒体を使って，積極的な周知を行っていき
ます。
　また，令和５年12月に公民館併設として
供用開始予定の子育て支援センターりん
りんにおいて，地域との連携を図ります。
※施設利用者数は，コロナ禍による施設
の利用制限のため減少。

子育て支援センター・
つどいの広場紹介チラシ表

添付資料③

Ｃ

　主に0歳から3歳までの乳幼児を持つ子育て中の親同士が集うことができる地域子
育て支援拠点事業等の充実を図り，各家庭の置かれた状況に関わらず，安心して子
どもを産み育てることができるよう，地域交流の場の提供を行います。
　また，行事を実施する保育所等の主催団体がイベントカレンダーに行事を記載して
いるほか，子育てに関する制度や支援についての情報提供を行っています。

　定期的に育児男子のつどい等のイベントを開催する等，参加者が男女双方を想定し
た内容に配慮します。

　地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター・つどいの広場）について分かりや
すい紹介チラシを作成し，効果的な情報発信に努めるとともに，地域子育て支援拠点
事業の認知度を高め，利用促進を図りました。
　また，子育て情報紙バンビーキッズに「お父さんの子育て」について掲載し，お父さ
んが積極的に子育てに関わることによる効果や，お父さん向けのイベントやお父さん
の声などを紹介し，男性の育児参加の促進に努めました。

目標指標

地域子育て支援拠点施設利用者数（年間延べ人数）
（子育てに関する知識・情報が共有され，安心して子育てができる環境づくりに寄与す
ることになる）

(4)家庭における男女共同参画

1　家庭生活で育む男女共同参画

社会の最小単位である家庭において，日々の営みを通じて男女共同参画の意識を育むこと
で，社会全体の男女共同参画意識の底上げを図ります。

36 子ども政策課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

子育て支援センター・つどいの広場紹介
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※16 40.4% 未実施 45.6% 45.2% 60.5% 61.5%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　昨年度より0.3ポイント減少し，令和５年
度の目標値とも差があります。
　引き続き，家庭科や道徳科を中心とし
て，教育活動全体を通じて指導をしていく
中で，地域の人々と関わることで家庭生活
はより豊かになることを子どもたちが理解
することが重要です。

Ｃ

　自分も家庭生活を支える一員であるという自覚をもち，生活をよりよくしようとする態
度を養うため，家庭科等の教育活動全体を通じて，社会の一員として男女共同参画を
重んじる態度を育成します。

　性別に関わらず，一人ひとりが「家庭生活を支える一員である」という自覚を持って，
自分の役割を果たすことが大切であることを，子どもたち自身が気付いたり，学んだり
する機会を持ちます。

　家庭科での「家族・家庭生活」の内容，道徳科での「家族愛，家庭生活の充実」内容
項目を中心とし，教育活動全体を通じて学びの機会を設定しました。
　栄養教諭等と連携した「食に関する授業」を実施したり，三重の地物を使った「朝食メ
ニューコンクール」に応募しました。
　令和４年度　朝食メニューコンクール参加校　小学校６校　中学校４校

目標指標

全国学力・学習状況調査の児童質問紙・生徒質問紙において「地域や社会をよくする
ために何をすべきかを考えることがある」と回答した児童生徒の割合

(4)家庭における男女共同参画

1　家庭生活で育む男女共同参画

社会の最小単位である家庭において，日々の営みを通じて男女共同参画の意識を育むこと
で，社会全体の男女共同参画意識の底上げを図ります。

37 教育指導課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

朝食メニューコンクール チラシ
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※17 12館 未実施 未実施 ７館 16館 20館

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　公民館講座やサークル活動において，男性の家庭参画を促す事業を実施するととも
に，男性の家庭参画啓発のためのポスター掲示やチラシ配架等を行うことで，性別役
割分担意識の解消に努めます。

(4)家庭における男女共同参画

2　男性の家庭参画を促進する学習機会の充実

性別役割分担意識の解消とともに，人口構造や家族形態などにより変化するライフスタイルに
対応できるよう，男性の家事・育児・介護に関する情報提供や学習機会の充実に取り組みま
す。

38 地域協働課

　男性が男女共同参画を理解することにより，家庭参画にも積極的となり，地域住民
の一人としても性別役割分担意識の解消ができます。

　男性の家庭参画を促す行事，研修会等のポスターの掲示やチラシの配架などによ
る啓発を行いました。新型コロナウイルス感染拡大防止策による調理室の利用制限
を解除したことにより，公民館の講座で２館，サークルで６館の男性料理講座を実施し
ました。また，既存の事業やサークルへの男性の参加を呼びかけました。

目標指標

男性の家庭参画を促す事業を実施する公民館数（全31館）
（男性の家庭参画を促す事業が増えることにより，地域住民に対する男女共同参画の
周知や理解が高まることから）

　新型コロナによる自粛が続いていました
が，ようやく落ち着いて来たこともあり，事
業を再開する公民館も増えてきました。今
後は，自粛前の活動状況へ戻すとともに，
料理だけではない家庭参画を模索するよ
う考え，講座内容を検討する必要がありま
す。

Ｃ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

料理教室の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※18
6.0%
(H31)

未実施 15.8% 14.7% 8.0% 10.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　家事，育児参画について，男性，女性の双方が理解を深める図書資料の提供を図
ります。
　家事，育児参画に関連する事業において，男性が参加しやすい環境に努め，学習
機会や子どもとともに過ごす機会の提供を図ります（映画会，こどもシアター，おはな
し会等）。

(4)家庭における男女共同参画

2　男性の家庭参画を促進する学習機会の充実

性別役割分担意識の解消とともに，人口構造や家族形態などにより変化するライフスタイルに
対応できるよう，男性の家事・育児・介護に関する情報提供や学習機会の充実に取り組みま
す。

39 図書館

　男性の家事・育児・介護に関する情報提供や学習機会の充実を図ります。

　子育て支援コーナーにて，男性と女性双方が，育児参画への理解を深められる図書
資料の提供を行いました。
　関連事業については，令和３年度と同様に新型コロナウイルス感染症の影響があり
ましたが，おはなし会，こどもシアターを再開し，規模を縮小しながら実施しました。

目標指標

家事，育児参画に関連する事業における男性の参加率

　目標値は達成できていますが，新型コロ
ナウイルス感染症の影響により，規模を
縮小しての事業実施であったため，令和５
年度では感染症の状況を見極め，予防対
策を行い利用者が安心して参加できる事
業の実施を図ります。
　子育て世代が，興味を抱くような子育て
支援コーナーの充実を図ります。
　子どもと一緒に利用ができ，過ごしやす
い環境づくりに努めます。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

本館１階子育て支援コーナー風景
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　子育て応援サイト「きら鈴」により，男性の育児参画情報や子育て支援センター各種
イベント情報などを発信し，結婚後の不安感の軽減と子育て世代が子育てしやすい環
境づくりを促進します。
　また，スマートフォンへの対応を図り，利便性を向上させることでより効果的な情報
発信を目指します。

(4)家庭における男女共同参画

2　男性の家庭参画を促進する学習機会の充実

性別役割分担意識の解消とともに，人口構造や家族形態などにより変化するライフスタイルに
対応できるよう，男性の家事・育児・介護に関する情報提供や学習機会の充実に取り組みま
す。

40 子ども政策課

　子育て応援サイト「きら鈴」の閲覧者として，男女双方を想定した内容に配慮します。

　お父さん向けの情報（お父さん向けのイベントの様子や参加者の声）をホームペー
ジ内「子育て支援総合コーディネート事業」に掲載するとともに，子育て応援サイト「き
ら鈴」から発信し，男性の育児参画の促進に努めました。
　子育て応援サイト「きら鈴」に加え，今年度より新たに市の公式LINEを活用し，必要
な情報を必要とする方に直接届けるために，プッシュ型の情報発信を行いました。

目標指標

設定なし

　各種イベントや講座など，様々な場面で
積極的な周知を行うとともに，本市の子育
て情報について分かりやすい発信に努め
ます。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

鈴鹿市公式LINE

画面
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※19 43.5% 43.5% 52.6% 47.3% 47.4% 50.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　認知症の人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続け
ることができるよう，認知症サポーター養成講座を実施し，男女を問わず，認知症の理
解を深め，認知症高齢者の見守り活動の促進に努めます。

(4)家庭における男女共同参画

2　男性の家庭参画を促進する学習機会の充実

性別役割分担意識の解消とともに，人口構造や家族形態などにより変化するライフスタイルに
対応できるよう，男性の家事・育児・介護に関する情報提供や学習機会の充実に取り組みま
す。

41 長寿社会課

　男性の介護への参加を促すことで，家庭における男女共同参画の推進に寄与しま
す。

　地域の集いの場をはじめ，教育現場や職場等で講座を開催し，男性に対しても認知
症や介護に対する学習機会の充実に取り組みました。
　令和４年度は，令和２，３年度に引き続き新型コロナウイルスの影響から，講座の開
催が減少傾向でしたが，大学や「認知症フレンドリーシティ鈴鹿」パートナー登録事業
者に対し，講座を実施しました。

目標指標

認知症サポーター数のうち男性の割合
（算出方法は，認知症サポーター養成講座のアンケート結果を用います。）

　講座等を開催することで認知症サポー
ターの男性比率の向上に努めました。令
和５年度は，引き続き「認知症フレンドリー
シティ鈴鹿」パートナー登録事業者への参
画を図るため職域での周知と，減少した小
中学校での開催を回復させるため，周知・
啓発を行います。

Ｂ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

講座の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※20 47.0% 53.2% 71.2% 68.8% 48.0% 50.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　男性の育児情報を提供するため，妊娠届出時の母子手帳の交付時に，父子手帳の
交付と説明を行います。又，妊娠期，夫婦で参加できる「プレパパママ教室」を実施
し，学習機会の充実に努めます。

(4)家庭における男女共同参画

2　男性の家庭参画を促進する学習機会の充実

性別役割分担意識の解消とともに，人口構造や家族形態などにより変化するライフスタイルに
対応できるよう，男性の家事・育児・介護に関する情報提供や学習機会の充実に取り組みま
す。

42 健康づくり課

　固定的な性別役割分担意識にとらわれず，男性の家事や育児への参画を促すため
対象者として男女双方を想定します。双方にとって参加，参画しやすい雰囲気の醸成
に努めます。

　妊娠届出者数1,402人のうち，父子健康手帳を希望された964人（68.8%）の方へ手帳
を交付しました。また，プレパパママコースや沐浴コースの教室においても希望者4人
に父子健康手帳を交付しました。
　プレパパママコースは日曜日の開催であり，教室参加者のうち，97.1％の方が夫婦
での参加でした。

目標指標

父子健康手帳の交付率（父子健康手帳／妊娠届出数）

　妊娠届出時に来所する妊婦の方と付き
添いのパートナーへ，母子健康手帳ととも
に，父子健康手帳を紹介・交付すること
で，父親の育児参加・父性の意識高揚の
機会を増やすことができました。プレパパ
ママコースについて日曜日の開催としてい
ることもあり夫婦での参加が大半を占めて
います。今後も継続して男性の育児参画
を支援していきます。

Ａ

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

母子健康手帳，父子健康手帳
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※21 362人 73人 325人 551人 395人 420人

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　性別により差別されることなく，個人としての能力が発揮できる機会を確保するた
め，ジェンダーに起因する課題解決や人権尊重に寄与します。

　人権を尊重した教育・保育実施のため，毎年，市内公私立保育所（園）及び幼稚園
職員を対象とした市主催による人権保育全体研修会を計画していましたが，昨年度と
同様に，新型コロナウイルス感染症の影響により，全体研修会が中止になりました。
しかし，感染予防対策を行い，研修方法を工夫し，各園の園児の年齢別研修，人権保
育推進研修，外国人加配研修を実施しました。

目標指標

人権（障がい，虐待，貧困等含む）研修会への参加人数（年18回）

　昨年度と同様に，新型コロナウイルス感
染症の影響により全体研修会が中止とな
りましたが，感染予防対策を行い研修方
法を工夫しながら，各園の園児の年齢別
研修，人権保育推進研修，外国人加配研
修を実施したことにより，昨年度を上回る
参加人数となりました。
　今後についても，感染症予防対策を行
い，積極的に研修を行っていきます。

Ａ

　子ども一人ひとりが，国籍，出生，性別等で差別されることなく，平等に権利が尊重
され，障がい，虐待，貧困等の問題が解決されるよう，すべての子育て家庭を支援す
る視点に立った取組を進めます。
　そして，担い手である保育士・幼稚園教諭の人材確保，専門性の向上を図ります。

(5)教育における男女共同参画

1　人権尊重意識を高める教育・保育の充実

ジェンダーの視点に立った教育・保育で，互いを認め合う人権意識を醸成するとともに，指導者
に対して社会情勢に応じた研修機会の充実や情報提供に努めます。

43 子ども育成課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

人権保育推進研修
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　教職員が，男女参画社会について正しく理解し，意識を深めます。

　各小中学校において教職員が男女平等・男女共同参画社会について正しく理解し，
深められるよう，研修実施を働きかけました。
　10月の校長会において，SUZUKA女性活躍推進フォーラムを紹介し，校長から各校
の職員に参加を呼びかけました。

目標指標

設定なし

 今後も教職員の男女平等・男女共同参画
社会への理解を深められるよう，各校の
働きかけを継続する必要があると考えま
す。
　そのため校園長会において，男女共同
参画に係る女性管理職の推進，共同参画
の研修を学校で実施するように働きかけ
ます。

Ｂ

　男女共同参画の意識を深め，指導の充実を図るため，教職員や保育士等に対する
研修を実施します。
　保育・教育に携わる教職員が男女平等・男女共同参画社会について正しく理解でき
るように，各学校・園の管理職に対して研修の実施を働きかけ，男女共同参画への意
識向上に向けた学校教育・保育の充実を図ります。

(5)教育における男女共同参画

1　人権尊重意識を高める教育・保育の充実

ジェンダーの視点に立った教育・保育で，互いを認め合う人権意識を醸成するとともに，指導者
に対して社会情勢に応じた研修機会の充実や情報提供に努めます。

44 学校教育課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

令和４年度 学校経営連続講座
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※22 74.5% 22.0% 100.0% 83.3% 82.0% 86.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　「人権教育」の研修会では，教師自身や子どもたちの，思いや行動を改めて見つめ
直すことの大切さを学び，子どもたち同士が思いを伝え合える，どの子にも光が当た
る学級づくりの重要性を再確認します。
　また，「道徳」の研修会では，教材に出てくる登場人物の行動のもとになった感情
の，見方・考え方を議論する大切さや，状況理解ではなく，登場人物に自分を置き換
えて，感情のもとになる考えに気づくことの大切さを学びます。

　市内教職員を対象として，大学や他県他市から講師を招き，道徳教育や人権教育を
テーマにした研修会を，年５回開催しました。
＜道徳教育＞
　・7/22(金)「考え，議論する道徳教育の授業づくり」参加31人（小14校）
＜人権教育＞
　・4/20「豊かな人権学習の創造」参加27人（小１校・中３校）
　・7/29「誰もが自分らしく生きられる社会づくり」参加49人（幼３校・小21校・中４校）
　・8/23「障がい者の人権」参加37人（小6校・中1校）
　・8/26「人権学習を進める教師のために」参加52人（幼２校・小21校・中３校）

目標指標

道徳教育や人権教育等をテーマにした研修講座の受講校園の割合（令和4年度：小
30校，中10校，幼８園　計４８校園）

　令和４年度は，人権教育に関する研修を
４回，道徳教育に関する研修を１回実施
し，人権尊重意識を高めることができまし
た。
　年々受講者も増えており，最終年度の目
標達成に向けて幅広く参加できる研修会
を企画していきます。

Ａ

　幼稚園においては，男女が一緒になって，楽しく遊ぶ活動を取り入れたり，学級全体
で行う活動では男女にとらわれることなく，自分らしさを発揮できるような経験をさせた
りして，男女共同参画の素地を養うとともに，小中学校においては，道徳の時間を中
心にして，教育活動全体を通じて，男女が協力することや互いを尊重することの大切
さを考える授業を実践し，男女の人権尊重意識を高める取組を進めます。
　男女の人権尊重意識を高める教育・保育の充実に向け，道徳教育や人権教育等を
テーマにした研修講座を開催します。

(5)教育における男女共同参画

1　人権尊重意識を高める教育・保育の充実

ジェンダーの視点に立った教育・保育で，互いを認め合う人権意識を醸成するとともに，指導者
に対して社会情勢に応じた研修機会の充実や情報提供に努めます。

45 教育指導課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

人権教育研修講座
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

目標指標

設定なし

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から，オンライン型研修に変更し，実施
しました。性的マイノリティの人権に関わる
問題を解決するための取組を行う教員が
増えてきています。
　来年度は，女性の人権や性的マイノリ
ティーの人権に係る問題を解決するため
の取組等を教職員用ネットワーク内の「教
委特設サイト」に掲載し実践につなげたい
と考えています。

Ｂ

　教職員を対象に，女性の人権や性的マイノリティーの人権に係る問題を解決するた
めの人権教育研修会を社会情勢に応じた内容で開催します。
　また，各幼稚園，小中学校に対して，県内で開催される女性の人権にかかる研修会
や講演会の情報提供を行います。

(5)教育における男女共同参画

1　人権尊重意識を高める教育・保育の充実

ジェンダーの視点に立った教育・保育で，互いを認め合う人権意識を醸成するとともに，指導者
に対して社会情勢に応じた研修機会の充実や情報提供に努めます。

46 教育支援課

　ジェンダーに起因する課題解決や多様性の尊重に寄与します。

　人権教育の研修講座として，「誰もが自分らしく生きられる社会づくり～学校・学級に
おける性的マイノリティとの共生～」というテーマで，浦田幸奈さん（愛知県中学校教
諭，特定非営利活動法人ASTA所属）を講師に招き，７月29日（金）に講座を開催しま
した。教職員45人参加。
　研修講座では，性の多様性に関わる知識や社会の動き，性のあり方に係わって不
安を抱いている子どもが安心して過ごせる学校・学級づくりについて研修しました。ま
た，令和３年４月に施行した「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県
づくり条例」についても情報提供しました。
　三重県教育委員会，三重県人権センター等が主催する研修会の案内を送付しまし
た。

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

人権教育研修講座 案内文
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※23 85.7% 30.0% 21.0% 38.9% 92.0% 100.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　性別により差別されることなく，個人としての能力が発揮できる機会を確保するため
に，男女双方にとって参加しやすいように配慮します。

　重要な人格形成の基盤を培う乳幼児期に必要な保育・教育を行うため，市内公私立
保育所（園）及び幼稚園職員を対象とした市主催による乳幼児全体研修，保健全体研
修を計画していましたが，新型コロナウイルス感染症の影響により，両全体研修会が
中止になりました。
　しかし，一部の園では，感染予防を行いながら小学校との交流を行い，保育所保育
指針及び幼稚園教育要領の改定内容も踏まえながら，継続的に効果的な保育，教育
の実施を図りました。

目標指標

園児と小学生との交流活動実施率
 7園/ 18園 =38.9％

　新型コロナウイルス感染症の影響で計
画をしていた大きな研修会を中止せざるを
得なくなりました。
　その中でも，一部の園では，やり方を工
夫しながら小学校との交流を行いました。
　今後については，新型コロナウイルス感
染症の状況に応じて，積極的に小学校と
の交流に取り組みます。

Ｄ

　乳幼児期は遊びや生活における身体的・具体的な体験を通じて，生涯にわたる人格
形成の基盤を培う重要な時期です。このため，この時期に個々の個性や能力を認め
あう保育や教育を行うとともに，小学生と交流する機会を設けるなど，小学校との積極
的な連携により，円滑な接続を図ります。

(5)教育における男女共同参画

2　多様な選択を可能にする教育・学習の充実

ジェンダーに基づく固定観念にとらわれず，個々の個性や能力，希望に応じた進路の選択がで
きるよう，キャリア教育の充実や保護者等に向けた啓発に努めます。

47 子ども育成課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

玉垣小学校との交流
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※24 76.2% 73.7% 72.9% 70.6% 85.5% 86.5%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　将来に向けて自立し，性別に関わらず，個人の能力や個性にあった生き方を選択す
る力を育成します。
　また，働くことに対する具体的なイメージをもち，望ましい勤労観や職業観を育成しま
す。

 全小中学校において，キャリア教育の年間指導計画を作成し，計画的・系統的な取
組を進めました。
　今年度は３年ぶりの職場体験学習が実施できました。しかし，感染状況を鑑み，中
学校10校中５校のみ，実施しました。職場体験学習が実施できないかわりに，オンラ
インで企業見学会を行ったり，少人数での企業説明会等を実施し，各校で状況に応じ
たキャリア教育を実施することができました。

目標指標

全国学力・学習状況調査の児童質問紙・生徒質問紙において「将来の夢や目標を
持っている」と回答した児童生徒の割合

　予測困難な時代を生きる子どもたちに，
キャリア教育を通じて多様な生き方を学ば
せ，将来への希望を持てるようにしていく
必要があります。
　今後も社会の現状，各校の実態に合わ
せて，キャリア教育を推進していきます。

Ｂ

　将来に向けて自立し，個人の能力や個性にあった生き方を選択することの理解促進
を図るため，キャリア教育を通して，幼い頃から家庭で自立に対する考え方を意識す
るようにしていきます。
　また，男性向け・女性向けとされる職種にとらわれることなく働いている人や，大学等
で専門的に学んでいる人を紹介することで，性別は進路を決定する要因にならないこ
とへの理解を深めます。
　小中学校では，各学校においてキャリア教育の目標及び年間指導計画を作成し，多
様な他者の考えや立場を理解する力を育みます。
　職場体験学習の充実を図ることで，児童生徒の学習意欲を喚起するとともに多様な
生き方を学ばせ，夢や目標をもち主体的に進路を選択する態度を育成します。

(5)教育における男女共同参画

2　多様な選択を可能にする教育・学習の充実

ジェンダーに基づく固定観念にとらわれず，個々の個性や能力，希望に応じた進路の選択がで
きるよう，キャリア教育の充実や保護者等に向けた啓発に努めます。

48 教育指導課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

鈴峰中学校でのオンラインキャリア教

育の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　ジェンダーに基づく固定観念にとらわれず，さらに性的志向や性自認に係るきめ細
かな対応が必要であり，その周知・啓発を図ります。

　市内小中学校12校が「女性の人権」または「性的マイノリティの人権」を取り上げた
教職員研修等を実施しました。
　教職員用のネットワーク内に「人権教育サイト」を立ち上げ，『県教委作成の人権学
習指導資料「性的マイノリティの人権」』を掲載し，授業や教職員研修等への活用を図
りました。
　人権教育センターと鈴鹿市市民活動団体「輝虹会スターレインボー鈴鹿（※）」が連
携し，輝虹会スターレインボー鈴鹿主催の「七夕のぬり絵・絵画作品展」への出品を小
中学生の利用者に呼びかけ，人権教育センター内で展示したり，啓発関係のチラシ等
を人権教育センターの玄関等に掲示したりすることで，センターを利用する教職員や
保護者・地域住民等への周知・啓発を行いました。
（※）…男女共同参画・人権等を活動分野とし，様々な活動を通じて多様・多世代での
交流を図る市民活動団体の一つ。

目標指標

設定なし

　今年度も多くの学校が，校内研修等で
「女性の人権」「性的マイノリティの人権」を
取り上げ意識啓発を行いました。
　今後も文部科学省資料や県教委作成資
料等，実践につながる研修資料の情報提
供を行っていきます。

Ｂ

　各学校において，文部科学省「性同一性障害や性的指向・性自認に係る，児童生徒
に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」資料に基づいた指導力向
上の研修等の実施に向けて周知を図ります。

(5)教育における男女共同参画

2　多様な選択を可能にする教育・学習の充実

ジェンダーに基づく固定観念にとらわれず，個々の個性や能力，希望に応じた進路の選択がで
きるよう，キャリア教育の充実や保護者等に向けた啓発に努めます。

49 教育支援課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

人権教育サイト
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※25 16園 20園 19園 18園 19園 16園

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　性別により差別されることなく，個人としての能力が発揮できる機会を確保するため
に，男女双方にとって参加しやすいように配慮します。

　保育所又は幼稚園を利用する保護者に向けて，子どもの心身の発達に影響を及ぼ
す恐れのあるパソコン・携帯電話・ゲーム等の電子メディアとの上手な関わり方につい
て，保護者向け「たより」等を活用して情報提供を行いました。
　また，情報セキュリティ，情報モラル，メディアリテラシー等の問題について，保育士
又は幼稚園教諭同士が，職員会議や園内研修において議論を深めたり，情報共有を
図りました。

目標指標

「たより」等で情報提供した園の数。
（保育所10園，幼稚園８園　計18園）
幼稚園：令和４年度休園による１園減。
開園数が減少していることから目標値も修正。令和４年度18園。令和５年度16園。

　全園の保護者に対し，「たより」を定期的
に発信しており，効果的に情報提供ができ
ました。
　今後の取組について，引き続き，保護者
向け「たより」を活用し，電子メディアとの
上手な関わり方について，継続して情報
発信に努めます。

Ａ

　保育所又は幼稚園を利用する保護者に向けて，子どもの心身の発達に影響を及ぼ
す恐れのあるパソコン，携帯電話，ゲーム等の電子メディアとの上手な関わり方につ
いて，保護者向け「たより」等を活用して情報提供を行います。
　また，情報セキュリティ，情報モラル，メディア・リテラシー等の問題について，保育士
又は幼稚園教諭同士が，職員会議や園内研修において議論を深めたり，情報共有を
図ります。

(5)教育における男女共同参画

3　メディア・リテラシーの向上

メディアから発せられる様々な情報を，自ら判断し読み解くことができるよう，メディア・リテラ
シーを向上するための啓発活動や学習会等の充実，情報提供を行います。

50 子ども育成課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

ほけんだより 令和4年10月号
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【個別事業の実施状況報告表】

あらゆる分野における男女共同参画の推進

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※26 65.0% 40.0% 52.5% 85.0% 100.0% 100.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　メディア・リテラシーの向上により，性被害を未然に防ぐための知識を育成します。

　令和４年度は34校（64回）で出前講座を実施しました。
　スマートフォンやインターネットの正しい使い方についてパワーポイントや動画を活
用して説明しました。不適切な画像や動画をSNSに投稿することや出会い系サイトな
どにアクセスすることなどを通じて，性被害にあわないように，インターネットトラブル未
然防止に努めることの重要性について説明しました。

目標指標

「インターネット・スマートフォン等の正しい使い方」に関する出前講座を実施する小中
学校の割合（目標値：100％）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から，クラス別，リモート形式での実
施等，開催方法を工夫して，実施校を増
やすことができました。SNSのトラブルが増
加傾向にありますので，今後も全ての学
校での実施を目指して取り組んでいきま
す。

Ｂ

　小中学校での「インターネット・スマートフォン等の正しい使い方」を学習する出前講
座へ講師を派遣し，児童生徒のメディア・リテラシー向上を支援します。

(5)教育における男女共同参画

3　メディア・リテラシーの向上

メディアから発せられる様々な情報を，自ら判断し読み解くことができるよう，メディア・リテラ
シーを向上するための啓発活動や学習会等の充実，情報提供を行います。

51 教育支援課

Ⅱ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

出前講座の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※27 82.4% 87.7% 88.7% 88.6% 84.0% 85.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　セクシャルハラスメントやＤＶなどの相談を受けるときには，相談者に寄り添い，安心
して相談できるよう関連機関とも連携するような体制を整えます。
　また，市民相談を実施する際に専門相談員の男女比に偏りがないよう配慮していま
す。

　窓口や電話での相談では，相談内容を慎重に聞き取り，法律相談などの専門相談
に繋げました。また，相談内容によっては，専門相談以外の適正な相談先を案内しま
した。６月及び３月には相談窓口担当者連携会議を開催し，各機関から相談業務体
制や課題などの情報を共有することで，連携強化を図りました。

目標指標

相談事業利用者のうち相談事業に対して満足と回答した利用者の割合

　相談内容に応じた専門相談を利用して
いただくことができたため，目標値よりも高
い値になりました。その一方で，開催して
いる専門相談以外の内容の相談も多く寄
せられており，多種多様な相談のニーズ
が高まっています。
　今後とも，適切な相談先へ案内できるよ
う，他機関との情報共有を密接に行うこと
で連携を強化し，相談体制の充実を図っ
ていきます。

Ａ

　問題解決の手がかりを見つけることで市民の不安の解消や軽減を図り，誰もが安心
して幸せな暮らしができるよう各種専門相談を開設します。

(1)自尊感情と人権意識の向上

1　相談事業の充実

ジェンダーやフェミニズムの視点に立った相談を通じて，相談者の自尊感情の向上とエンパワメ
ントを図ります。

52 市民対話課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

専門相談で実施しているアンケート様式

（目標指標はアンケート結果を基に算出）
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　女性のための電話相談を実施します。相談者自らが内なる女性問題に具体的に取
り組むきっかけをつくり，相談内容からみえてくる課題を検証し，男女共同参画の推進
につなげます。
　また，相談者に対して，適切な対応ができるよう，相談員のスキルアップや関係機関
との連携に努めます。

(1)自尊感情と人権意識の向上

1　相談事業の充実

ジェンダーやフェミニズムの視点に立った相談を通じて，相談者の自尊感情の向上とエンパワメ
ントを図ります。

53 男女共同参画課

　ジェンダーやフェミニズムの視点に立った相談を通じて，相談者の自尊感情の向上
とエンパワメントを図ります。

　女性のための電話相談は，「女性の生きづらさは個人の問題ではなく，社会的につく
られた問題である」というフェミニズムの視点から，悩みや苦しみを捉えなおし，相談者
自らが解決する力をつけていけるようサポートすることを目的としています。（令和４年
度延べ239件。）
　適切で安定した相談ができるよう，毎月１回専門のアドバイザーによる事例検討を
行っています。また，相談員は研修等に参加し，スキルアップに繋げています。
　令和３年度に作成した「女性のSOSハンドブック」を活用し，市内大型商業施設や高
校文化祭等での啓発活動時に，相談電話の周知を行いました。

目標指標

設定なし

　相談事業について，ホームページ等に
電話相談の案内を掲載するだけでなく，市
内各所に出向き「女性のSOSハンドブッ
ク」を配布して広く周知することができまし
た。
　今後も，より多くの方に電話相談を知っ
ていただくために，周知活動を継続してい
きます。

Ａ

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

女性のSOSハンドブック
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　ジェンダーに起因する課題解決や人権尊重に寄与します。

　女性相談員による各種相談は，平日の開庁時間に対応しています。女性の相談員
が，離婚問題，家庭の問題，DV問題など，さまざまな相談を受けており，相談者に寄
り添った助言，支援を行っています。また，課内受理情報会議に参加し，情報共有を
行い，子どものいる家庭の児童虐待のおそれも考え，担当者との連携を行っていま
す。
（令和４年度相談件数　　810件）

目標指標

設定なし

　新型コロナウイルスの感染拡大に起因し
た生活不安やストレスから，DV等が増加・
深刻化する傾向にあります。その人らしく
生きていくための支援として，今後も女性
相談員による各種相談を充実させていき
ます。

Ａ

　女性相談員による女性のための各種相談や教職員によるLGBT相談を通じて，相談
者の意思を尊重し，その人らしく生きていくことのアドバイスを行います。

(1)自尊感情と人権意識の向上

1　相談事業の充実

ジェンダーやフェミニズムの視点に立った相談を通じて，相談者の自尊感情の向上とエンパワメ
ントを図ります。

54 子ども家庭支援課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

ＤＶ相談チラシ
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※28 96.6% 95.4% 98.1% 98.1% 100.0% 100.0%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　ジェンダーやフェミニズムの視点を持つ中で相談者の自尊感情の向上とエンパワメ
ントを図ります。

　妊娠届出時の面談や乳児家庭全戸訪問事業の機会をとらえ，妊娠・出産・子育てへ
の支援において，ＤＶや虐待等の視点を念頭に置きつつ相談や訪問を実施出来まし
た。また必要時，専門機関につなぎ継続支援につなぐことが出来ました。今後もコロナ
禍であっても感染対策を徹底し相談者に寄り沿った相談支援を継続します。

目標指標

乳児家庭全戸訪問の実施率：本事業の対象家庭の訪問実施率

　妊娠届出時や出産後の乳児全戸訪問時
に専門職等が面談を行い，妊娠・出産・子
育てに関する情報を提供するとともに，不
安や悩みを抱える方等を早期に把握し相
談支援を実施し,不安の解消を図ることが
できました。また，育児中の保護者が子育
てを前向きに自信が持てるような関わりを
提示できました。
　今後も，妊産婦の面談を通じて，悩んで
も解決できる等前向きな育児ができるよう
に支援していきます。

Ｂ

　妊娠届出時のアンケートや乳児家庭全戸訪問の実施により，出産や子育てに不安
や悩みを抱える方を把握し，助産師や保健師等の専門職が相談に応じます。
　乳児家庭全戸訪問事業では，育児中の保護者がエンパワメントを図れる冊子の紹
介を行います。

(1)自尊感情と人権意識の向上

1　相談事業の充実

ジェンダーやフェミニズムの視点に立った相談を通じて，相談者の自尊感情の向上とエンパワメ
ントを図ります。

55 健康づくり課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

「産後のママのメンタルヘルス」

についての冊子
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　性別により差別されることなく，個人としての能力が発揮できる機会を確保します。

　啓発手帳を700部作成し，人権政策課窓口，地区市民センター，公民館等や，イベン
ト開催時に配布しました。配偶者やパートナーからのDV，職場におけるハラスメントな
ど，女性の人権が脅かされている現状や，周囲の人の理解と協力が重要であることを
周知しました。

目標指標

設定なし

　啓発手帳には人権に関する情報などを
記載しており，今年度は，犯罪被害者と人
権についての記載を加え，作成した700部
の配布を完了することができました。
　普段から利用することで啓発効果がある
と考えられ，来年度以降も継続して配布す
ることによって，啓発効果が期待できま
す。

Ａ

　啓発手帳を作成し，その中でＤＶやセクハラ等は犯罪であることを周知します。
　また，広報すずかの「ひろげよう人権尊重の輪」においてもコラムなどを掲載し，暴力
行為は犯罪であることを訴えます。
　相談があった場合は速やかに適切な相談機関を紹介します。

(1)自尊感情と人権意識の向上

2　セクハラやＤＶの撲滅

人権を無視した行為が犯罪であることを周知するとともに，予防するための啓発活動に努めま
す。また女性相談所や児童相談所，警察等の関係機関との連携を強め，被害者の保護と支援
に努めます。

56 人権政策課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

啓発手帳
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※29 10件 ６件 ７件 11件 12件 13件

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　ケース検討や普及・啓発イベントでは，固定的な性別役割分担意識にとらわれず実
施します。

　令和４年度の要保護児童等・DV対策地域協議会の代表者会議を年２回，実務者会
議を年３回行いました。
　会議の場では，市内で発生した事例のケース検討や普及・啓発イベントの実施方法
を検討し，市内で行われた様々なイベントで普及・啓発活動を実施しました。

目標指標

児童虐待・DV防止の啓発事業実施件数

　要保護児童等・DV対策地域協議会での
ケース検討により各関係機関との連携を
強めることができています。啓発事業につ
いては，新型コロナウイルスの感染拡大
防止のために実施回数は削減していま
す。状況を見極めながら，実施できること
を検討していきます。

Ｂ

　要保護児童等・DV対策地域協議会の代表者会議を年２回，実務者会議を年３回と
必要に応じて臨時の会議を適時開催します。
　また，児童虐待・DV防止の普及・啓発方法を検討，実施します。

(1)自尊感情と人権意識の向上

2　セクハラやＤＶの撲滅

人権を無視した行為が犯罪であることを周知するとともに，予防するための啓発活動に努めま
す。また女性相談所や児童相談所，警察等の関係機関との連携を強め，被害者の保護と支援
に努めます。

57 子ども家庭支援課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

啓発活動の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　女性や母としての経験やジェンダーを活かした各種事業に寄与し，女性活躍の推進
のための研修を支援しています。

　主任児童委員の部会を年12回，研修会については年2回の開催の支援を行い，委
員同士の情報共有と資質の向上を図りました。途切れのない活動ができるように，研
修会等で知識の習得を促すことができました。

目標指標

設定なし

　部会及び研修会を開催することで，委員
同士の情報共有が図られ，知識の習得機
会となりました。今後も継続した支援を行
います。

Ｂ

　地域で児童福祉を推進している児童委員，特に主任児童委員が，児童のいる家庭
の見守りや育児支援をする中で，ＤＶを発見した場合や，そのことが子どもを育てる環
境に影響し虐待につながった場合には児童相談所等への通報など支援先へのつな
ぎを行います。
　また，通報につながる発見をするため，日頃から研修や委員同士の情報共有を図
り，自己研鑽が行えるよう，主任児童委員の部会開催や研修会の定期開催（部会年
12回，研修会年３回）の支援を行います。

(1)自尊感情と人権意識の向上

2　セクハラやＤＶの撲滅

人権を無視した行為が犯罪であることを周知するとともに，予防するための啓発活動に努めま
す。また女性相談所や児童相談所，警察等の関係機関との連携を強め，被害者の保護と支援
に努めます。

58 健康福祉政策課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

主任児童委員 部会の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　あらゆる世代・性差に応じた相談支援を心がけます。

　相談者や被保護者が相談しやすい環境づくりを心がけ，個々の実情に応じた支援
機関との連携に努めています。

目標指標

設定なし

　相談者や被保護者の置かれた状況は，
個々により異なることから，面談相談員や
ケースワーカー側はそれを理解するという
ことが重要となります。そのため，相談者
等の感情や，考え方，行動などにかかわ
らず，一人ひとりに応じた支援方針や支援
内容を検討していく必要があります。今後
も相談者等が相談しやすい環境づくりや
信頼関係が築けるよう心がけるとともに，
個々の実情に沿った関係機関との連携を
図っていきます。

Ａ

　言葉の暴力を含めDVは，女性の人権を著しく侵害するもので，男女共同参画社会
を推進する上で克服すべき重要な課題であります。DV被害者ケースの相談があった
場合は，関係機関との連携を図り，被害女性の自立に向けた支援を行います。

(1)自尊感情と人権意識の向上

2　セクハラやＤＶの撲滅

人権を無視した行為が犯罪であることを周知するとともに，予防するための啓発活動に努めま
す。また女性相談所や児童相談所，警察等の関係機関との連携を強め，被害者の保護と支援
に努めます。

59 保護課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

案内文
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業
担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　様々な家庭の事情・状況があることに配慮するとともに，夫婦間・親子間等の問題に
対し，双方の支援につながるように努めています。

　虐待が疑われる場合には，最初に関係者間で情報を共有するケース会議を行い，
虐待がほぼ確定していると考えられる場合には，分離や保護などの具体的な対応を
協議するコアメンバー会議などを必要に応じて行い，事態の解決を図りました。
　また，三重県高齢者障がい者虐待防止チームと連携した研修会をオンラインで開催
し，地域包括支援センターや認知症初期集中支援チーム，行政職員などが参加し，対
応力の向上を図りました。

目標指標

設定なし

　虐待の背景には，８０５０問題（※）や生
活困窮など様々な要因が複雑に絡んでい
る場合が多く，包括的に支援する体制整
備が急がれます。
（※）８０５０問題とは，80代前後の高齢の
親が50代前後のひきこもりの子どもの生
活を支える問題。

Ｂ

　「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき，鈴鹿市
内の病院，警察，地域包括支援センター，ケアマネージャー，介護施設，民生委員，自治
会長，市民の方などから情報提供があった場合，生命の危機を一番に考え，迅速かつ緊
急に対応（訪問・親族への連絡・警察への応援要請等）しています。この法律は，高齢者
（被害者）の保護だけでなく，養護者（加害者）への支援も求めているため，三重県高齢者
障がい者虐待防止チームとも連携しながら，地域包括支援センター等関係機関と協議し，
双方がおだやかな生活を送れるよう土日昼夜を問わず行動しています。

(1)自尊感情と人権意識の向上

2　セクハラやＤＶの撲滅

人権を無視した行為が犯罪であることを周知するとともに，予防するための啓発活動に努めま
す。また女性相談所や児童相談所，警察等の関係機関との連携を強め，被害者の保護と支援
に努めます。

60 長寿社会課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

研修会資料
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※30 ３回 ４回 ７回 ８回 ４回 ５回

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　関係機関と連携を図り，講演会等を実施します。また，ジェンダーに起因する心身の
不調による相談窓口の周知を行います。

(2)生涯にわたる心身の健康に関する啓発

1　心身の健康支援

ジェンダーに起因する心身の不調への理解と予防や，男女の特性に応じた生涯にわたる健康
支援について，学習機会の充実や啓発活動に取り組みます。

61 男女共同参画課

　性別により差別されることなく，個人としての能力が発揮できる機会を確保します。

　市内高校（５校）へ，デートＤＶ防止のパネル展示等による啓発を行い，その際「女性
のSOSハンドブック」の配付も行いました。また，市内大型商業施設において，男女共
同参画全般のパネル展示を実施しました。
　令和３年度から実施している生理の貧困対策事業において，生理用ナプキンの無料
配布を実施しました。公共施設等市内５つの窓口に加え，今年度（令和４年12月）から
は市内地区市民センターの窓口においても配付しました。
　ジェフリーすずかホームページにて，三重県の「性の多様性を認め合い，誰もが安心
して暮らせる三重県づくり条例」に基づき開設したLGBTQコミュニティスペースの開催
案内を行いました。

目標指標

心身の健康支援に関するセミナー等の実施回数

　市内高校の文化祭等の機会を利用した
り，市内大型商業施設と連携して啓発をし
たことで，若い世代に啓発を行うことがで
きました。
　引き続き関係機関等と連携して取組を継
続していきます。

Ａ

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

市内高校文化祭での啓発の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※31 89人 78人 117人 132人 110人 130人

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　女性が活躍する上で基盤となる健康について，ジェンダーに起因する心身の不調へ
の理解と予防や，男女の特性やライフサイクルに応じた視点で健康づくりの学習，啓
発を行います。

　更年期を中心とした女性のライフサイクルに応じた健康に関する講話や運動体験を
助産師や運動指導員を講師に保健センターで開催し，延べ35人の方が参加しました。
また，骨粗鬆症対策の講話と簡易骨密度チェックを骨粗しょう症マネージャーを講師
に保健センターで開催し，19名が参加しました。骨粗鬆症予防デーと女性の健康週間
に合わせ，簡易骨密度チェックを実施し，骨粗鬆症予防のための個別健康教育を78
人に行いました。
　また，女性の健康週間（３月１日～３月８日）に保健センターにてポスター掲示や，ラ
ジオ広報にて健康情報の啓発を行いました。

目標指標

女性のための健康講座への参加人数
（参加人数が増えることは自らの健康意識の高まりであると考えられるため）

　講座では，女性ホルモンの変化による心
やからだの変化や，自身の健康に向き合
うきっかけ，日常の生活習慣の改善や対
処方法を学ぶ機会となったといった声が
聞かれています。
　今後も学習機会の充実や啓発活動のた
め取組を継続していきます。

Ａ

　更年期を軸に女性のライフスタイルを知り，自分の健康管理の重要性を意識しても
らうことを狙いながら，自分にあったセルフケア方法を見つける一助となる内容の取組
（女性のための健康講座や保健センター等での健康情報の啓発）を行います。

(2)生涯にわたる心身の健康に関する啓発

1　心身の健康支援

ジェンダーに起因する心身の不調への理解と予防や，男女の特性に応じた生涯にわたる健康
支援について，学習機会の充実や啓発活動に取り組みます。

62 健康づくり課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

更年期対策講座の様子
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　多様な性について，正しい知識や理解を深めるための情報提供や研修会を実施し
ます。

(2)生涯にわたる心身の健康に関する啓発

2　性に関する正しい知識の普及

男女が性について正しい知識を理解し，互いに尊重し合える関係を築くための広報や啓発に努
めるとともに，発達段階に応じた適切な性教育に取り組みます。

63 男女共同参画課

　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援を実施します。

　市のイベントや広報，男女共同参画センターホームページ等において，次の啓発及
び情報発信を実施しました。
　・６月　「鈴鹿学」の講座の一つとして鈴鹿大学で男女共同参画について講義。
　・７月　市内大型商業施設において，男女共同参画全般のパネル展示を実施。
　・９月　三重県産業支援センター「多様で働きやすい職場づくりセミナー＆交流会」の
周知。
　・９月～11月　市内高校の文化祭に，人権政策課と参加し，デートDV等のパネル展
示や「女性のSOSハンドブック」を周知。
　・11月　「しょうぼうさい」（防災危機管理課・中央消防署）と連携し，大型商業施設に
おいて防災・減災についてのパネル展示を実施。
　・１月　「じんけんフェスタ」（人権政策課）にてデートＤＶ防止についての啓発パンフ
レット配布。

目標指標

設定なし

　新たな取組として，市内大型商業施設で
パネル展示を行うなど，年間を通じて啓発
及び情報発信をすることができました。
　今後も性について正しい知識を幅広く発
信し，効果的な啓発に努めます。

Ａ

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

市内大型商業施設でのパネル展示

鈴鹿学
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

－ － － － － － － －

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　固定的な性別役割分担意識にとらわれないよう，対象者として男女双方を想定しま
す。

　市内のＮＰＯ法人の不登校の子どものフリースペースにおいて，助産師がいのちの
授業をする際に，胎児の人形（ももちゃん人形）の貸し出しを行うことで，生活の場での
体験学習や性に対する正しい知識を持つ一翼を担うことが出来ました。

目標指標

設定なし

　胎児人形（ももちゃん人形）の使用をとお
して，子どもたちが妊娠，出産，子育てに
ついて学び考え，性差を超えて人を思い
やることの大切さ等，性に対する正しい知
識を身につけるための一翼をとなりまし
た。

Ａ

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校が性教育を実施する場合，依頼があれば学習に
必要な赤ちゃん人形や妊婦体験ジャケットの貸出・助産師会等の出張の支援を行い
ます。

(2)生涯にわたる心身の健康に関する啓発

2　性に関する正しい知識の普及

男女が性について正しい知識を理解し，互いに尊重し合える関係を築くための広報や啓発に努
めるとともに，発達段階に応じた適切な性教育に取り組みます。

64 健康づくり課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

胎児人形

（妊娠期に応じた実寸大の胎児の人形）
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【個別事業の実施状況報告表】

　　　　　　　ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援

施　　策

単位施策

単位施策の内容

事業Ｎｏ．
事業

担当課

事業概要

男女共同参画の視点

実　　績
（具体的な取組内容）

指標Ｎｏ.
策定時
（Ｈ30）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 目標値(R3) 目標値(R5)

※32 27.5% 27.5% 45.0% 27.5% 42.5% 47.5%

実績についての分析，
課題と今後の取組

評　価

　専門的な立場である医師から話を聞くことを通して，生命の大切さや，妊娠を自分の
体のこととして考えること，男女の考え方の違いや，協力することの大切さなどについ
て，子どもたちに考えさせる機会を持ちます。

　産婦人科医の協力を得て，中学生を対象に，「性感染症とその予防」，「10代の中絶
と望まない妊娠を防ぐ」等をテーマにして健康教育出前講座を実施しました。また今年
度は医師だけでなく，助産師の方にも講師として話をしていただきました。自分がこの
世に誕生したことの奇跡を感じ，家族に感謝する生徒が多数みられました。また，男
女の考え方や意識の違いを学び，互いの大変さや大切さを学ぶことができました。
　小学校においても，命の大切さを学ぶ出前講座を実施しました。

　実施実績　中学校10校 小学校１校

目標指標

「夢工房　―達人に学ぶ―」事業等で，性教育に関する講座を実施した学校の割合
（小30校，中10校　計40校）

　今年度も全ての中学校において，健康
教育出前講座を実施することができまし
た。
　今年度は小学校において命の大切さを
学ぶ出前講座を実施した学校が少なかっ
たため，今後「夢工房」の中でも，命につ
いて考えられる講座受講を進めていきま
す。

Ｃ

　学校における性教育については，学習指導要領に基づき，児童生徒の発達段階を
踏まえ，学校全体での共通理解のもと，保護者の理解を得ることなどに配慮し，集団
指導と個別指導の連携を密に効果的に実施します。
　配偶者等からの暴力やデートＤＶなどあらゆる暴力を未然に防ぐため，専門機関と
連携しながら学校におけるＤＶ予防教育を実施し，知識の啓発と普及に努めます。
　「夢工房-達人に学ぶ-」事業等で，産婦人科医等の専門的な知識を持った外部講師
から，生命の尊重，性についての話を聞く機会を設け，生命の誕生や男女の考え方
の違いや男女がお互いに助け合うことの大切さについて，考える取組を実施します。

(2)生涯にわたる心身の健康に関する啓発

2　性に関する正しい知識の普及

男女が性について正しい知識を理解し，互いに尊重し合える関係を築くための広報や啓発に努
めるとともに，発達段階に応じた適切な性教育に取り組みます。

65 教育指導課

Ⅲ

課題

評価基準

Ａ ： 目標を達成できた Ｄ ： 目標を大きく下回った

Ｂ ： 目標を概ね達成できた Ｅ ： 事業未実施

Ｃ ： 目標を少し下回った

白鳥中学校での健康出前講座の様子
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資料

※　資料　①　男女共同参画に関するアンケート結果

※　資料　②　審議会等における女性委員登用率

※　資料　③　鈴鹿市職員　役職・職種別職員数（令和５年４月１日現在）

※　参考　三重県内における女性の登用状況



◆ 年代

設問１：

あなたは，「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という考え方について

どう思われますか。

課題Ⅰ指標：男女共同参画意識の普及度で設問に対し同感しない割合

519人

369人

回答件数
（人）

679人

職員対象研修

女性活躍推進
事業

啓発事業

事　　業　　名

21

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 1567人

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～ 不明 合計

29 262 8 0 0

679

女性活躍推進 57 68 46 76 167 58 36 11 519

　啓発事業 354 46 41 47 43 62 65

369

合　　計
414 154 114 152 472 128 101 32 1567

26.4% 9.8% 7.3% 9.7% 30.1% 8.2% 6.4% 2.0%

職員研修 3 40 27

3.1%

どちらかといえば
同感する

66 41 25 132 8.4%

啓
発
事
業

女
性
活
躍

推
進

職
員
研
修

合
　
計

同感する 25 23 1 49

同感しない 356 276 212 844 53.9%

どちらかといえば
同感しない

136 97 81 314 20.0%

・・・・・

合　　計 679 519 369 1567

わからない及び無回答 96 82 50 228 14.6%

11/10人権啓発推進委員及び男女共同参画推進委員研修（59人）
12/15～22管理職研修（267人）
６/21～７/20令和４年度新規採用職員男女共同参画研修（43人）

６/20オンデマンド配信（７人）
６/21鈴鹿学（123人），９/３リコチャレ（13人）
11/５SUZUKA女性活躍推進フォーラム（376人）

６/４三重県内男女共同参画連携映画祭（65人）
６/21・25イオンモール鈴鹿での男女共同参画週間啓発（30人）
11/３しょうぼうさい（57人），12/３・４ジェフリーふぇすた2022（73人）
３/17「男女共同参画の視点から見た防災・減災講座」（31人）
市内高校６校文化祭（計414人），その他（計9人）

事　　業　　内　　容（アンケート回答件数）

資料 ①男女共同参画に関するアンケート結果
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設問２：

現在社会全体でみた場合，男女の地位は平等になっていると思いますか。

設問３：

DV被害や児童虐待等の相談窓口を知っていますか。

設問４：

男女共同参画センターを知っていますか，又は利用したことがありますか。

男性が優遇されている 103 70 19 192 12.3%

啓
発
事
業

女
性
活
躍

推
進

職
員
研
修

合
　
計

平等である 58 64 53 175 11.2%

どちらかといえば
男性が優遇されている

276 184 186 646 41.2%

女性が優遇されている 18 7 4 29 1.9%

どちらかといえば
女性が優遇されている

59 42 23 124 7.9%

合　　計 679 519 369 1567

わからない及び無回答 165 152 84 401 25.6%

66.2%

知らない 287 111 29 427 27.2%

啓
発
事
業

女
性
活
躍

推
進

職
員
研
修

合
　
計

知っている 379 319 339 1037

合計 679 519 369 1567

無回答 13 89 1 103 6.6%

191 226 164 581 37.1%

啓
発
事
業

女
性
活
躍

推
進

職
員
研
修

合
　
計

知っている
（利用したことがある）

77 157 186 420

合　　計 679 519 369 1567

無回答 10 13 1 24 1.5%

知らない 401 123 18 542 34.6%

26.8%

知っている
（利用したことがない・無回答）

81



【その他意見】
■女性も男性も，育児・介護をしながら働き続けるために，職場や家庭において必要なことは
   何だと思いますか？
・固定的性別役割分担意識をかえる。ジェンダー不平等の解決・ジェンダーアンコンシャスバイアスに気づく。

・全ての人が望む働き方ができる社会であること。

・職場に託児所等を設置し，働きやすい職場にすること。

・まわりの協力や理解。育児，介護が終わって，戻ってきた時に，前と変わらずに働けるような環境づくりが必要。

・休暇や有休ばかりではなく，社会活動もみすえた方向性でないと，全体的な理解を得られないため，逆に取り

　づらいのではないか。権利を得られることは他の人の理解と，サポートがあることの周知も必要だと思う。
・周囲の理解。選択可能な働き方（職域）。それに応じた年収。

・休みやすくするため，負担なく仕事を分け合える人的配置が絶対に必要。男性が年単位の育児休業を取得する

　ことが，当然といえる状況が市全体に現れたら，自分は男女同参画が一定程度達成されたと判断します。

　私が知る限りでは同僚には一人もいません。

・子どもを夜まであずける施設。

・ベーシックインカムの導入。競争原理の中では，どうしても産休等で休まざるをえない女性は不利になりやすい。

・男とか女とかではなく，その人ができること，得意なことを活かして協力し合っていけるようになればよいと思う。

・楽をすること，時短，親もリフレッシュすること等に寛容な世の中になればいいと思う。

・パートナー同士で共に学ぶ機会

　 　お互いに役割分担をしたり，互いの意見を尊重し合える関係づくりが大切だと思います。

・性別で差をつけずに家事も仕事も夫婦で相談しながらする。

・十分な休養。

・育児や介護のために家でも仕事ができるようにすること。

・時短勤務の推奨。上司・管理職からの優しい声かけ。

・保育園の利用のしやすさ（4月5月入所だけではなく他の月にも入りやすいとよい）。

・男性の意識改革はもちろん重要だが，女性の意識が変わらなければ何も変わらない。

・育児介護を前提とした企業の人事制度の改革（モデルが必要）。

　 ・フレキシブルな勤務体制。

■今後，男女共同参画をすすめていくために，どのような催しがあると良いと思われますか。
　　また，どのような催しに参加したいですか。
・男性の家事参加を推進するための催し。

・50歳代以上の世代と若い世代の交流，意見交換ができるような催し。

・市役所内，女性管理職の人たちの話。
・中小企業の経営者(若い世代)を対象とした理念経営の大切さを学ぶ社長塾。
・起業を目指す若者の夢を語るフォーラムやコンテスト。
・女性，男性両方をメインにした講演会。
・楽しい話のきけるイベント。
・まだまだ女性のワンオペ育児が多いて聞きますので，男性の育休・家事参画をすすめる取組。
・男性の料理教室や（父子）親子クッキング。

・政策や社会システムを考えるような企画。
・産学宮が連携した取組(イベント)。
・YouTubeなど気楽に視聴できる催し。
・SNS等を利用した催し。
・簡単なスポーツを男女混合で実施するイベント。
・ショッピングセンターでパネル展示。
・同じ意見を持っている人と会って話す催し。
・親になる人向けへの育児講座，介護の講座。
・出産体験など女性特有の事項を知る機会づくり。
・男女という差を活かしたようなことができる催し。
・男女関係なしに参加できる料理教室の催し。
・有名人の講演など。
・実際に育休を取得した父，これから取得する父による意見交換会。
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※現状値  ・・・女性登用率40％～60％の審議会等

 ・・・女性登用率60％超の審議会等

35.3%

15
鈴鹿市一ノ宮市民館
・一ノ宮団地隣保館運営会議

16 7 43.8% 33.3%

60.0%17 男 女 共 同 参 画 課 鈴鹿市男女共同参画審議会 8 4 50.0%

50.0%

13 鈴鹿市玉垣会館運営会議 15 6 40.0% 35.3%

12

人 権 政 策 課

鈴鹿市人権擁護に関する審議会 10 4 40.0%

14 鈴鹿市玉垣児童センター運営会議 15 6

16
鈴鹿市一ノ宮団地児童センター運営
会議

19 8 42.1% 38.1%

40.0%

人 事 課 鈴鹿市特別職報酬等審議会 - 33.3%

40.0%

11 地 域 協 働 課 公民館運営審議会 8 6 75.0% 50.0%

10 契 約 検 査 課 鈴鹿市入札監視委員会 5 2 40.0%

- -

5 鈴鹿市地方創生会議 13 4 30.8%

40.0%

8 鈴鹿市個人情報保護審査会 5 2 40.0% 40.0%

7

総 務 課

鈴鹿市情報公開審査会 5 2 40.0%

9 鈴鹿市行政不服審査会 5 2 40.0% 40.0%

35.0%

鈴鹿市教育振興基本計画審議会 - - - 50.0%

4 鈴鹿市総合計画審議会 20 8 40.0%

総 合 政 策 課

38.5%

6
鈴鹿市公の施設の指定管理者選定
委員会

5 3 60.0% 60.0%

53.0%

自転車等駐車対策協議会 - - - 36.4%

3

交 通 防 犯 課

鈴鹿市交通安全対策会議 16 7 43.8%

担　当　課 審議会等名称
委員
総数

女性
委員

現状値
（R５.４）

策定時
（Ｈ28.１）

38.1%

2 鈴鹿市国民保護協議会 55 22 40.0% 38.1%

1

防 災 危 機 管 理 課

鈴鹿市防災会議 55 22 40.0%

審議会等における女性委員登用率 資料 ②
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3 37.5% 30.0%

39 鈴鹿市予防接種運営委員会 5 2 40.0% 40.0%

40.0%

35
鈴鹿市手話通訳者派遣事業運営
協議会

6 4 66.7% 66.7%

41.7%

37

健 康 づ く り 課

鈴鹿市健康づくり推進協議会 19 7 36.8% 42.1%

38 鈴鹿市応急診療所運営委員会

36 保 険 年 金 課 鈴鹿市国民健康保険運営協議会 12 4 33.3%

8

40.0%

33
鈴鹿市障害者地域自立支援協議会
（Ｈ31.3.31）

25 15 60.0% 40.0%

32

障 が い 福 祉 課

鈴鹿市障害者施策推進協議会 19 9 47.4%

34
鈴鹿市障害者介護給付等の支給に
関する審査会

10 4

鈴鹿市要約筆記者派遣事業運営
協議会

- - - 90.5%

40.0%

31 鈴鹿市高齢者施策推進協議会 20 7 35.0% 42.9%

鈴鹿市民生委員推薦会 7 3 42.9% 28.6%

30
長 寿 社 会 課

鈴鹿市養護老人ホーム入所判定
委員会

8 4

28
健 康 福 祉 政 策 課

鈴鹿市地域福祉計画審議会 15 7 46.7% 46.2%

29

50.0% 40.0%

23.7%

26 鈴鹿市就学支援委員会 18 16 88.9% 64.7%

25

子ども家庭支援課

鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策地域
協議会

48 20 41.7%

27 いじめ調査委員会 5 3 60.0% 64.7%

50.0%

24
特定教育・保育施設等重大事故検証
委員会

4 2 50.0% 40.0%

23
子 ど も 政 策 課

鈴鹿市子ども・子育て会議 19 13 68.4%

22 図 書 館 鈴鹿市立図書館協議会 10 5 50.0% 44.4%

ス ポ ー ツ 課 鈴鹿市スポーツ推進審議会 -

- 11.1%

20 国史跡伊勢国府跡調査指導会議 5 1 20.0% 0.0%

16.4%- -

50.0%

19

文 化 財 課

鈴鹿市文化財調査会 15 6 40.0% 18.2%

金生水沼沢植物群落保護増殖事業
推進検討会

18 文 化 振 興 課 鈴鹿市社会教育委員の会 8 6 75.0%

21
鈴鹿市文化財保存活用地域計画協議
会

12 3 25.0% 0.0%

- -

担　当　課 審議会等名称
委員
総数

女性
委員

現状値
（R５.４）

策定時
（Ｈ28.１）

84 



地方自治法第180条の５に基づく委員会等
（委員選任に議会の同意等が必要または選挙の実施を伴う）

集　　　　　　　計 37 8 21.6% 17.4%

33.3%

40.0%

33.3%

担　当　課 審議会等名称
委員
総数

女性
委員

現状値
（R５.４）

策定時
（Ｈ28.１）

50.0%

54 農業委員会事務局 鈴鹿市農業委員会 19 4 21.1% 7.1%

53 監 査 委 員 事 務 局 鈴鹿市監査委員 3 0 0.0%

52
選挙管理委員会事務

局
鈴鹿市選挙管理委員会 4 2 50.0% 25.0%

51 教 育 総 務 課 鈴鹿市教育委員会 5 1 20.0%

50 市 民 税 課 鈴鹿市固定資産評価審査委員会 3 0 0.0% 33.3%

49 総 務 課 鈴鹿市公平委員会 3 1 33.3%

25.0%

集　　　　　　　計 659 294 44.6% 40.4%

46.7%

47 鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会 6 3 50.0% 33.3%

46

教 育 支 援 課

鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会 15 7 46.7%

48 学校問題解決支援委員会 4 2

42.0%

45 住 宅 政 策 課 鈴鹿市空家等対策協議会 9 4 44.4% 44.4%

12 6 50.0% 50.0%

44 建 築 指 導 課 鈴鹿市建築審査会 7 3 42.9%

33.3%

42
都 市 計 画 課

鈴鹿市都市計画審議会 14 4 28.6% 40.0%

43 鈴鹿市景観審議会

41 農 林 水 産 課 鈴鹿市地産地消推進協議会 12 4 33.3%

策定時
（Ｈ28.１）

40 産 業 政 策 課
鈴鹿市モノづくり元気支援事業検討
会議

7 2 28.6% 28.6%

担　当　課 審議会等名称
委員
総数

女性
委員

現状値
（R５.４）
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＜対象となる審議会＞

①地方自治法第138条の４第３項に規定する附属機関

②第202条の３に規定する附属機関

③地方自治法第180条の５第１項，第３項に規定する執行機関

④地方公営企業法第14条

　第14条　地方公営企業を経営する地方公共団体に，管理者の権限に属する事務を処理
　　させるため，条例で必要な組織を設ける。

　地方自治法第138条の４第３項及び，第202条の３に規定する附属機関，地方自治法第180
条の５第１項，第３項に規定する執行機関，地方公営企業法第14条の規定に基づく審議会，
鈴鹿市意見聴取等のための会議に関する規程及び鈴鹿市教育委員会意見聴取等のため
の会議に関する規程に基づく会議（附属機関及び附属機関以外の会議の取扱いに関するガ
イドライン参照）

　第３項　普通地方公共団体は，法律又は条例の定めるところにより，執行機関の附属機関
　　として自治紛争処理委員，審査会，審議会，調査会その他の調停，審査，諮問又は調査
　　のための機関を置くことができる。ただし，政令で定める執行機関については，この限りで
　　ない。

　第１項　普通地方公共団体の執行機関の附属機関は，法律若しくはこれに基づく政令又は
　　条例の定めるところにより，その担任する事項について調停，審査，審議又は調査等を
　　行う機関とする。

　第２項　附属機関を組織する委員その他の構成員は，非常勤とする。第３項 附属機関の
　　庶務は，法律又はこれに基づく政令に特別の定があるものを除く外，その属する執行
　　機関において掌るものとする。

　第１項　執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければ
　　ならない委員会及び委員は，左の通りである。教育委員会・選挙管理委員会・人事委員
　　会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会・監査委員。

　第３項　第１項に掲げるものの外，執行機関として法律の定めるところにより市町村に置か
　　なければならない委員会は，左の通りである。農業委員会・固定資産評価審査委員会。
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令和５年４月１日現在

役職級 性 別 事務 技術 保育士 保健師 看護師 栄養士 消防 幼教 養護 教員 技能 労務 総計 女性割合

男 8 2 2 12 男計

女 2 2 213

小計 10 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 女計（b）

男 27 12 6 45 60

女 5 1 2 8 総計（c）

小計 32 12 0 1 0 0 6 0 0 2 0 0 53 273

男 78 41 33 4 156 女性比率

女 26 1 12 5 1 5 50 22.0%

小計 104 42 12 5 0 1 33 0 0 9 0 0 206 b／c

男 60 48 1 51 5 165

女 44 1 16 7 2 2 4 76

小計 104 49 17 7 2 2 51 0 0 9 0 0 241

男 47 16 1 30 10 6 4 114

女 36 24 6 1 10 1 2 2 14 96

小計 83 16 25 6 1 0 30 10 1 12 8 18 210

男 37 12 1 1 17 4 3 3 78

女 15 2 7 1 2 1 3 31

小計 52 14 8 2 2 0 17 0 0 5 3 6 109

男 59 14 17 1 2 3 96

女 57 2 14 4 1 1 10 89

小計 116 16 14 4 0 0 18 0 0 2 2 13 185

男 93 49 1 4 53 1 9 210

女 69 4 75 14 1 5 20 1 24 213

小計 162 53 76 18 1 0 58 20 1 0 1 33 423

男 5 5

女 3 3

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8

男 409 194 4 5 0 0 209 0 0 24 17 19 881

女 254 10 148 38 6 3 6 30 2 15 2 54 568

小計 663 204 152 43 6 3 215 30 2 39 19 73 1449

課長級 24.3%

部長級 14.3%

次長・参事級 15.1%

主幹級 31.5%

副主幹級 45.7%

主査級 28.4%

副主査級 48.1%

係員級 50.4%

再任用 37.5%

総計 39.2%

資料③

13.1%
14.6%

14.7%
15.4% 15.1%

15.5% 16.2%
17.2%

17.5% 18.7%

20.2%

22.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.5.18 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1

管理職女性登用率推移

鈴鹿市職員 役職・職種別職員数
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（令和４年度版　三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課発行／令和４年４月１日現在）

☆地方自治法（第202条の３）に基づく審議会等における登用状況

1 鈴鹿市 42.9%

2 四日市市 37.0%

3 志摩市 36.3%

4 桑名市 33.8%

5 玉城町 33.3%

6 松阪市 30.2%

7 名張市 29.4%

8 大紀町 28.6%

9 多気町 28.5%

10 亀山市 28.4%

11 伊勢市※ 27.5%

12 南伊勢町 27.1%

13 伊賀市※ 26.7%

14 尾鷲市 26.0%

15 津市 25.2%

16 大台町 24.7%

17 川越町 23.9%

18 熊野市 23.6%

19 いなべ市 22.6%

20 度会町 21.4%

21 東員町 21.2%

22 明和町 21.1%

23 鳥羽市 20.3%

24 紀宝町 20.0%

25 朝日町 19.7%

26 御浜町 18.5%

27 紀北町 17.8%

28 菰野町 16.3%

29 木曽岬町 12.7%

※伊勢市は令和４年６月１日時点，伊賀市は令和４年３月31日時点。

地方自治法（第202条の３）（附属機関の職務権限・組織等）
１　普通地方公共団体の執行機関の附属機関は，法律若しくはこれに基く政令又は条
例の定めるところにより，その担任する事項について調停，審査，審議又は調査等を
行う機関とする。

参考
三重県内における女性の登用状況

0.0%

5.0%
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35.0%

40.0%

45.0%

50.0%
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☆女性公務員の管理職在職状況

1 名張市 33.7%

2 玉城町 33.3%

伊賀市 32.3%

亀山市 32.3%

5 度会町 31.3%

6 南伊勢町 28.6%

7 松阪市 27.5%

8 大台町 25.0%

9 桑名市 24.8%

10 いなべ市 24.6%

11 川越町 23.8%

12 四日市市 20.7%

13 鈴鹿市 20.2%

14 紀宝町 19.0%

15 志摩市 17.6%

16 伊勢市 16.5%

17 尾鷲市 12.9%

18 津市 12.4%

鳥羽市 11.1%

熊野市 11.1%

21 菰野町 10.3%

22 朝日町 10.0%

木曽岬町 9.1%

紀北町 9.1%

25 多気町 7.1%

東員町 6.7%

明和町 6.7%

28 御浜町 6.3%

29 大紀町 5.3%
※管理職とは，管理職手当を支給されている職員（管理又は監督の地位にある職員）のうち
条例等で指定する職を占める職員を指します。

3

19

23

26
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25.0%

30.0%

35.0%

40.0%
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☆議会議員の状況

1 尾鷲市 44.4%

2 明和町 35.7%

3 桑名市 34.6%

名張市 29.4%

いなべ市 29.4%

6 松阪市 28.6%

7 熊野市 25.0%

8 玉城町 23.1%

9 伊賀市 22.7%

亀山市 22.2%

志摩市 22.2%

12 津市 20.6%

13 四日市市 17.6%

14 紀宝町 15.4%

東員町 14.3%

紀北町 14.3%

木曽岬町 12.5%

菰野町 12.5%

多気町 10.0%

御浜町 10.0%

朝日町 9.1%

大台町 9.1%

大紀町 9.1%

伊勢市 8.3%

川越町 8.3%

南伊勢町 8.3%

27 鳥羽市 7.1%

28 鈴鹿市 6.7%

29 度会町 0.0%
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☆市町における自治会長の状況

1 津市 9.4%

2 尾鷲市 8.1%

3 桑名市 7.6%

4 四日市市 7.0%

5 亀山市 6.8%

6 伊勢市 5.7%

7 木曽岬町 5.6%

8 明和町 5.3%

9 鳥羽市 4.3%

10 伊賀市 4.1%

11 松阪市 4.0%

12 名張市 3.8%

13 鈴鹿市 3.5%

14 菰野町 2.6%

15 大台町 2.1%

16 志摩市 2.0%

17 玉城町 1.4%

18 熊野市 0.9%

いなべ市 0.0%

東員町 0.0%

朝日町 0.0%

川越町 0.0%

多気町 0.0%

度会町 0.0%

大紀町 0.0%

南伊勢町 0.0%

紀北町 0.0%

御浜町 0.0%

紀宝町 0.0%
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